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はじめに 

 

【事業目的】 

次の目的のもと本事業を実施した。 

(1) 地域の状況把握や官民連携等により取り組んでいる、既存資源の有効活用を

図った介護サービス基盤維持に関する先行事例の取組をもとに整理した自

治体や事業者が取り組むべきポイントを提示し、自治体による地域の状況把

握及び自治体・事業者による官民連携を促す。 

(2) 事業者が最低限必要な修繕計画様式案を提示することで、事業者による修繕

計画の策定及び施設の長寿命化を促す。 

 

【実施方法】 

本調査研究では、事業検討委員会を組成し、次の事業を実施した上で、その結果

を事業報告書として取りまとめた。 

(1) 自治体（都道府県・市町村）へのアンケート調査 

(2) 自治体（都道府県・市町村）へのヒアリング調査 

(3) 修繕計画様式案の作成 

(4) 事業報告書の作成 
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１．事業概要 

 本章では、本事業の背景と目的及び、目的を達成するための事業実施の方法等について記載する。 

 

（１）背景及び目的 

① 背景 

2040 年には、65 歳以上の高齢者数がピークを迎えるとともに、介護と医療の複合ニーズ

を抱える 85 歳以上人口が増加する。このような一層の高齢化の進展とともに、認知症高齢者

の増加や独居の高齢者等の増加も見込まれる。一方で、現役世代の生産年齢人口の減少も見

込まれ、どのように高齢者を支えていくかが課題である。中山間・人口減少地域においては、

高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する中、利用者への介護サービスが適切に提供さ

れるよう、その需要に応じて計画的にサービス基盤の維持・確保を図っていく必要がある。 

人口減少地域ではサービス需要の減少が見込まれる中で、新規事業者の立上げや施設の新

規整備等は困難であると推察され、既存資源（事業者・施設）の有効活用が重要である。 

 

② 課題仮説 

既存資源の有効活用には、①自治体における地域の状況把握・情報提供、②自治体・事業

者による官民連携、③事業者による修繕等の検討が重要であると考えられる。 

一方で、自治体においては、地域の状況について把握すべきポイントが不明であり、適切

に状況把握・情報提供できていないことに加え、地域の状況把握を適切に実施していても

官民連携の取組に臨めないことが課題であると考えられる。 

また、事業者においては、行政への働きかけ等、官民連携手法が不明で官民連携の取組に

臨めないこと、修繕計画の作成方法が不明で作成できていないことが課題であると考えら

れる。 

 

③ 目的 

以上のような背景及び課題仮説を踏まえ、次の目的のもと本事業を実施した。 

(1) 地域の状況把握や官民連携等により取り組んでいる、既存資源の有効活用を図った介護

サービス基盤維持に関する先行事例の取組をもとに整理した自治体や事業者が取り組む

べきポイントを提示し、自治体による地域の状況把握及び自治体・事業者による官民連

携を促す。 

(2) 事業者が最低限必要な修繕計画様式案を提示することで、事業者による修繕計画の策定

及び施設の長寿命化を促す。 
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（２）実施概要 

本事業は（１）③の目的を達成するため、以下の事業を実施した。 

 

① 自治体（都道府県、市町村）へのアンケート調査 

都道府県及び市町村に対して、アンケート調査を実施した。 

図表 1 調査概要 

調査目的 今後の高齢者施設等の整備に関する課題の抽出・分析をする 

調査対象 全国の都道府県（悉皆）、市町村（悉皆） 

調査期間 令和８年 2 月 2 日（月）～2 月 20 日（金）（調査期間 18 日間） 

調査方法 

厚生労働省経由で調査票をメール配布（市町村には加えて都道府県からのメールも
配布）し、回答者は調査票回答後、特設 WEB ページに調査票を投稿、もしくは弊
社にメールで調査票を送付することで回答する形式とした。 

 

② 自治体へのヒアリング調査（市町村） 

市町村に対して、オンラインにてヒアリング調査を実施した。 

図表 2 調査概要（市町村） 

調査目的 
特に人口減少が進んでいる地域において、自治体が人口減少を見据えてどういう
対応をすべきか、何に備えないといけないのかを整理する 

調査対象及
び調査実施
日 

サービス再編を実施し、人口減少下で起こり得ることを先取りしていると考えら
れる先進事例として、下記４町村にヒアリングを実施 
 
島根県西ノ島町（令和７年 12月９日） 
北海道和寒町（令和７年 12月 10日） 
鹿児島県大和村（令和７年 12月 15日） 
北海道中頓別町（令和７年 12月 16日） 

調査方法 オンライン 

 

③ 自治体へのヒアリング調査（都道府県） 

都道府県に対して、オンラインにてヒアリング調査を実施した。 

図表 3 調査概要（都道府県） 

調査目的 

人口減少社会における介護サービス基盤の維持のために検討・実施しなければな
らないポイントを抽出するにあたり、都道府県の役割や取組状況について情報収
集する 

調査対象及
び調査実施
日 

自治体アンケート調査の回答を得た都道府県のうち、人口減少地域の多い都道府
県の回答内容を踏まえ、下記２県にヒアリングを実施 
 
高知県（令和８年２月 18日） 
島根県（令和８年２月 27日） 

調査方法 オンライン 

 

④ 修繕計画様式案の作成 

事業者による修繕計画の策定及び施設の長寿命化を促すために、事業者にとって最低限必要な修

繕項目を提示する修繕計画様式案を作成した。修繕計画様式案の作成に当たっては、委員会での議

論に加え、関係団体（全国社会福祉協議会・全国社会福祉法人経営者協議会、公益社団法人全国老

人福祉施設協議会、公益社団法人全国老人保健施設協会）へのヒアリングを実施した。  
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（３）事業検討委員会 

高齢者施設等の整備について知見のある有識者及び自治体職員による検討委員会を組成して議論

を進めた。検討委員会は全３回実施した。 

 

① 検討委員 

検討委員は次のとおりである。なお、座長には山口氏が就任した。 

図表 4 検討委員 

氏名 所属 

早坂 聡久 東洋大学福祉社会デザイン学部社会福祉学科教授 

林 英典 高知県子ども・福祉政策部長寿社会課 

堀江 攝八 西ノ島町役場健康福祉課 

松原 由美 早稲田大学人間科学学術院人間科学部教授 

山口 健太郎 ◎ 近畿大学建築学部建築学科教授 

（五十音順、敬称略、◎は座長） 

検討委員会オブザーバーとして次の者が参画した。 

図表 5 オブザーバー 

氏名 所属 

岸  英二 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 課長補佐 

杉本 勝亮 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 施設係長 

神田 真歩 厚生労働省 老健局 高齢者支援課 施設係 

（順不同、敬称略）      

本事業を実施した事務局は下記のとおりである。 

図表 6 事務局 

氏名 所属 

東海林 崇  PwC コンサルティング合同会社 公共事業部 ディレクター  

岡田 泰治 PwC コンサルティング合同会社 公共事業部 マネージャー 

藤井 瞭 PwC コンサルティング合同会社 公共事業部 シニアアソシエイト  

井上 泰輔 PwC コンサルティング合同会社 公共事業部 シニアアソシエイト 
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② 検討委員会開催状況 

全３回の検討委員会は、オンライン開催とした。 

図表 7 開催状況 

開催日 主な議題 

第１回 

令和７年９月 10 日（水）

16:00～18:00 

 事業概要の説明 

 自治体ヒアリング調査の検討 

 修繕計画様式案の検討 

第２回 

令和８年１月 21 日（水）

16:00～18:00 

 市町村ヒアリング調査結果の報告 

 自治体アンケート調査の検討 

 修繕計画様式案の検討 

第３回 

令和８年３月 16 日（月）

16:00～18:00 

 自治体アンケート調査結果の報告 

 都道府県ヒアリング調査結果の報告 

 報告書の考察の検討 

 修繕計画様式案の報告 

 

③ 事業の経過 

本事業は令和７年６月 13 日に事業の内示を受け、令和８年３月 31 日まで、次の経過で事

業を実施した。 

図表 8 事業経過 
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２．自治体アンケート調査 実施概要 

ゴールドプラン（1989 年策定）以降に整備された高齢者施設等の老朽化が進む中、2040 年に向

けて、地域ごとに高齢化や人口減少のスピードに大きな差が生じることが見込まれ、サービス需要

の変化も様々となることが想定される。このため、今後の高齢者施設等の整備に関する課題の抽出・

分析をすることを目的とし、都道府県・市町村に対するアンケート調査を実施した。 

 

（１）調査設計 

① 調査対象 

全国の都道府県（悉皆）、市町村（悉皆） 

 

② 調査期間 

令和８年 2 月 2 日（月）～2 月 20 日（金）（調査期間 18 日間） 

 

③ 実施方法 

厚生労働省経由で調査票をメール配布（市町村には加えて都道府県からのメールも配布）

し、回答者は調査票回答後、特設 WEB ページに調査票を投稿、もしくは弊社にメールで調

査票を送付することで回答する形式とした。 

 

④ 調査項目 

図表 9 調査項目（主要項目） 

基本情報  所属都道府県、担当者名等 

・ 10～15 年後の貴自治体の要支
援・要介護認定者数の推計値 

 増減予想 
 推計値 

・ 介護サービスの不足状況 

 サービス種類別 
➢ 介護保険サービス供給過不足状況 
➢ 10～15年後の介護保険サービスの供給過不足見込み 
➢ 今後 5 年間において大規模修繕や建替えが必要な施

設の把握有無 

・ 介護サービス基盤維持に 
向けた事業者との協議等 

 介護サービス基盤維持に向けての課題意識 
 介護保険サービス事業者との協議の実施状況/協議内容 
 必要不可欠な介護保険サービスを提供している事業者の

撤退意向等の状況 
 維持・再編に向けて実施している事業者への自治体とし

ての関与状況 
 大規模修繕や建替えに対する現行のスタンス 

・ 今後の介護サービス基盤 
維持に向けた必要な取組 

 介護保険サービス事業者と協議を行っていく上での課題
今後の介護サービス基盤維持に向けた必要だと考える取
組 

・ 高齢者施設大規模修繕や改築

等に係る支援状況 

 大規模修繕や改築等に係る補助制度の有無/補助内容 

 物価高騰に伴う令和４年度以降の補助制度の見直し状況/

見直し内容 

 

⑤ 調査回収数・回収率 

都道府県：41 件（母数 47 件での回収率 87.2％） 

市町村：677 件（母数 1,718 件での回収率 38.9％）  
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３．自治体アンケート調査結果 

以下、都道府県調査結果と市町村調査結果を並列させる形で添付している。 

市町村データについては、全体の結果とともに今後の人口減少のピーク時期別に以下３軸の属性

を追加したクロス集計を行い、全調査項目で集計を行った。 

・ 65 歳以上人口が 2020 年以前にピークとなる市町村 

・ 65 歳以上人口が 2020～2040 年にピークとなる市町村 

・ 65 歳以上人口が 2040 年以降にピークとなる市町村 

 

【３地域区分について】 

厚生労働省「2040 年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会においては、人口減少地

域や都市部等の３地域区分について、具体な区分の定義づけまではされていない。一方で、同検

討会のとりまとめでは、「３つの地域の類型の考え方」として、65 歳以上人口のピークが 2020

年以前や 2040年以降のどのタイミングでピークを迎えるかについて言及されている。 

よって、当調査研究においても、以下のとおり 65歳以上人口のピークの時期を基に３つの地

域区分に分けた上で、人口減少地域を 65 歳以上人口が 2020 年以前にピークとなる市町村とし

て整理した。 

図表 10 ３地域区分の整理 

65 歳以上人口 地域区分 

2020 年以前ピーク 人口減少地域 

2020 年～2040 年ピーク 一般市等 

2040 年以降ピーク 都市部 
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（１）10～15 年後の貴自治体の要支援・要介護認定者数の推計値 

① 10～15年後の貴自治体の要支援・要介護認定者数の推計値の見込み<(1)> 

 都道府県調査では、全ての都道府県が「増える見込みである」と回答されていた。 

 市町村調査では、人口減少地域では「減る見込みである」の割合が最も高く、一般市等と都市部では

「増える見込みである」の割合が最も高かった。 

図表 11 (都道府県)10～15 年後の貴自治体の要支援・要介護認定者数の推計値の見込み 

 

図表 12 (市町村)10～15年後の貴自治体の要支援・要介護認定者数の推計値の見込み 

 

  

100

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(N=41)

無回答 増える見込みである 概ね変わらない 減る見込みである わからない（推計していない）
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7.9
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全体(N=677)

人口減少地域(N=291)

一般市等(N=94)

都市部(N=292)

無回答 増える見込みである 概ね変わらない 減る見込みである わからない（推計していない）
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② 2040年推計をしていない理由<(1)Q2> 

※(1)Q1 で全ての項目で「わからない（推計していない）」と回答した方のみ 

 都道府県調査では、集計対象となる都道府県はなかった。 

 市町村調査では、人口減少地域では「推計を行うためのマンパワーが不足しているため」の割合が最

も高く、一般市等では「その他」を除くと「推計を行うためのデータがないため」「推計を行うための

マンパワーが不足しているため」「推計を行う方法がわからないため」の割合が最も高かった。また、

都市部では「その他」を除くと「推計を行うためのマンパワーが不足しているため」の割合が最も高

かった。 

図表 13 (都道府県) 2040年推計を推計していない理由 

※n=0 のためグラフ非掲載 

 

図表 14 (市町村) 2040 年推計を推計していない理由 

  

13.8

9.4

20.0 

17.4

26.2

28.1

20.0 

26.1

9.2

9.4

13

16.9

21.9

20.0 

8.7

6.2

6.3

8.7

27.7

25

40.0 

26.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=65)

人口減少地域(N=32)

一般市等(N=10)

都市部(N=23)

無回答 推計を行うためのデータがないため

推計を行うためのマンパワーが不足しているため 推計を行うことの発想・提案が無かったため

推計を行う方法がわからないため 推計を行う必要性がないため

その他
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（２）介護サービスの過不足状況 

①-１ 介護保険サービスの供給過不足状況<(2)Q1> 

 都道府県調査では、「介護保険施設（特養、老健、療養）」を除くすべてのサービス類型で「わからな

い（把握していない）」の割合が最も高かった。 

 市町村調査では、人口減少地域、一般市等及び都市部のいずれにおいても、「サービス付き高齢者向け

住宅」で「わからない（把握していない）」の割合が最も高かったが、その他のサービス類型では「地

域内（管内）でおおむね過不足なく充足できている」の割合が最も高かった。また、人口減少地域・

一般市・都市部の順に、「多機能型サービス」を除くすべてのサービス類型で「わからない（把握して

いない）」の割合が高くなる傾向が見られた。 

図表 15 (都道府県) 介護保険サービスの供給過不足状況 

 

図表 16 (市町村) 介護保険サービスの供給過不足状況_全体 

 
  

2.4 

2.4 

7.3 

9.8 

12.2 

4.9 

4.9 

7.3 

36.6 

43.9 

39.0 

48.8 

31.7 

34.1 

7.3 

4.9 

48.8 

48.8 

48.8 

34.1 

61.0 

61.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

訪問系サービス

通所系サービス

多機能型サービス

介護保険施設（特養、老健、療養）

有料老人ホーム（特定施設、住宅型有料老人ホーム）

サービス付き高齢者向け住宅

無回答

地域内（管内）で不足しており、他地域のサービス等を活用しても十分充足できていない

地域内（管内）で不足しているが、他地域のサービス等により充足できている

地域内（管内）でおおむね過不足なく充足できている

サービスが供給過多である（利用者数に比べ事業所数が多いなど）

わからない（把握していない）

(N=41)

0.4 

0.4 

0.6 

0.4 

0.7 

1.2 

17.1 

4.0 

11.2 

8.1 

1.9 

2.1 

25.8 

12.9 

17.4 

26.9 

16.8 

17.1 

44.8 

66.6 

52.9 

54.8 

40.8 

31.9 

1.0 

5.8 

1.8 

3.1 

9.5 

7.2 

10.8 

10.3 

16.1 

6.6 

30.3 

40.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

訪問系サービス

通所系サービス

多機能型サービス

介護保険施設（特養、老健、療養）

有料老人ホーム（特定施設、住宅型有料老人ホーム）

サービス付き高齢者向け住宅

無回答 地域内（管内）で不足しており、他地域のサービス等を活用しても十分充足できていない

地域内（管内）で不足しているが、他地域のサービス等により充足できている 地域内（管内）でおおむね過不足なく充足できている

サービスが供給過多である（利用者数に比べ事業所数が多いなど） わからない（把握していない）

全体(N=677)
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図表 17 (市町村) 介護保険サービスの供給過不足状況_人口減少地域 

 

図表 18 (市町村) 介護保険サービスの供給過不足状況_一般市等 

 

図表 19 (市町村) 介護保険サービスの供給過不足状況_都市部 

 
  

0.7 

0.7 

0.7 

0.7 

1.0 

2.1 

24.7 

7.2 

14.1 

6.5 

3.4 

4.1 

26.8 

13.1 

17.2 

29.6 

26.1 

25.1 

42.6 

70.1 

48.1 

54.3 

43.3 

29.6 

1.4 

5.2 

1.7 

5.2 

2.7 

2.7 

3.8 

3.8 

18.2 

3.8 

23.4 

36.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

訪問系サービス

通所系サービス

多機能型サービス

介護保険施設（特養、老健、療養）

有料老人ホーム（特定施設、住宅型有料老人ホーム）

サービス付き高齢者向け住宅

無回答 地域内（管内）で不足しており、他地域のサービス等を活用しても十分充足できていない

地域内（管内）で不足しているが、他地域のサービス等により充足できている 地域内（管内）でおおむね過不足なく充足できている

サービスが供給過多である（利用者数に比べ事業所数が多いなど） わからない（把握していない）

1_65歳以上人口2020年以前ピーク市町村(N=291)

1.1

1.1

2.1

1.1

2.1

1.1

18.1

2.1

7.4

3.2

2.1

1.1

29.8

16

19.1

25.5

16

20.2

43.6

68.1

61.7

62.8

42.6

31.9

1.1

6.4

1.1

2.1

8.5

5.3

6.4

6.4

8.5

5.3

28.7

40.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

訪問系サービス

通所系サービス

多機能型サービス

介護保険施設（特養、老健、療養）

有料老人ホーム（特定施設、住宅型有料老人ホーム）

サービス付き高齢者向け住宅

無回答 地域内（管内）で不足しており、他地域のサービス等を活用しても十分充足できていない

地域内（管内）で不足しているが、他地域のサービス等により充足できている 地域内（管内）でおおむね過不足なく充足できている

サービスが供給過多である（利用者数に比べ事業所数が多いなど） わからない（把握していない）

2_65歳以上人口2020～2040年ピーク市町村(N=94)

0.3

9.2

1.4

9.6

11.3

0.3

0.3

23.6

11.6

17.1

24.7

7.9

8.2

47.3

62.7

54.8

52.7

37.7

34.2

0.7

6.2

2.1

1.4

16.4

12.3

19.2

18.2

16.4

9.9

37.7

44.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

訪問系サービス

通所系サービス

多機能型サービス

介護保険施設（特養、老健、療養）

有料老人ホーム（特定施設、住宅型有料老人ホーム）

サービス付き高齢者向け住宅

無回答 地域内（管内）で不足しており、他地域のサービス等を活用しても十分充足できていない

地域内（管内）で不足しているが、他地域のサービス等により充足できている 地域内（管内）でおおむね過不足なく充足できている

サービスが供給過多である（利用者数に比べ事業所数が多いなど） わからない（把握していない）

3_65歳以上人口2040年以降ピーク市町村(N=292)
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①-２ 介護保険サービスの供給過不足状況を把握していない理由<(2)Q2> 

※(2)Q1 で全ての項目で「わからない（把握していない）」と回答した方のみ 

 都道府県調査では、「その他」を除くと「把握する方法がわからないため」の割合が最も高かった。 

 市町村調査では、一般市等、都市部では「把握する方法がわからないため」の割合が最も高く、人口

減少地域では「把握する方法がわからないため」及び「把握するためのマンパワーが不足しているた

め」の割合が同率で最も高かった。 

図表 20 (都道府県) 介護保険サービスの供給過不足状況を把握していない理由（複数回答） 

  

図表 21 (市町村) 介護保険サービスの供給過不足状況を把握していない理由（複数回答） 

 

  

0.0%

21.4%

0.0%

50.0%

57.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

把握するためのマンパワーが不足しているため

把握することの発想・提案が無かったため

把握する方法がわからないため

その他

(N=14)

3.1%

50.0%

12.5%

65.6%

15.6%

0.0%

55.6%

0.0%

55.6%

22.2%

0.0%

0.0%

25.0%

75.0%

0.0%

5.3%

57.9%

15.8%

68.4%

15.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

把握するためのマンパワーが不足しているため

把握することの発想・提案が無かったため

把握する方法がわからないため

その他

全体(N=32) 人口減少地域(N=9) 一般市等(N=4) 都市部(N=19)
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②-１ 10～15年後の介護保険サービスの供給過不足見込み<(2)Q3> 

 都道府県調査では、最も供給過不足見込みが把握されている類型は「介護保険施設（特養、老健、療

養）」で 5 割弱見られたものの、いずれのサービス類型でも「わからない（推計していない）」の割合

が最も高かった。 

 市町村調査では、人口減少地域、一般市等及び都市部のいずれにおいても、最も供給過不足見込みが

把握されている類型は「介護保険施設（特養、老健、療養）」であり、最も供給過不足見込みが把握さ

れていない類型は「サービス付き高齢者向け住宅」であった。 

図表 22 (都道府県) 10～15 年後の介護保険サービスの供給過不足見込み 

 

図表 23 (市町村) 10～15年後の介護保険サービスの供給過不足見込み_全体 
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17.1 
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22.0 
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63.4 

68.3 

53.7 

78.0 

78.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

訪問系サービス

通所系サービス

多機能型サービス

介護保険施設（特養、老健、療養）

有料老人ホーム（特定施設、住宅型有料老人ホーム）

サービス付き高齢者向け住宅

無回答

地域内（管内）で不足しており、他地域のサービス等を活用しても十分充足できない見込み

地域内（管内）で不足しているが、他地域のサービス等により充足できる見込み

地域内（管内）でおおむね過不足なく充足できる見込み

サービスが供給過多となる見込み（利用者数に比べ事業所数が多いなど）

わからない（推計していない）

(N=41)
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43.3 

36.3 

39.6 
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通所系サービス

多機能型サービス

介護保険施設（特養、老健、療養）

有料老人ホーム（特定施設、住宅型有料老人ホーム）

サービス付き高齢者向け住宅

無回答 地域内（管内）で不足しており、他地域のサービス等を活用しても十分充足できない見込み

地域内（管内）で不足しているが、他地域のサービス等により充足できる見込み 地域内（管内）でおおむね過不足なく充足できる見込み

サービスが供給過多となる見込み（利用者数に比べ事業所数が多いなど） わからない（推計していない）

全体(N=677)
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図表 24 (市町村) 10～15年後の介護保険サービスの供給過不足見込み_人口減少地域 

 

図表 25 (市町村) 10～15年後の介護保険サービスの供給過不足見込み_一般市等 

 

図表 26 (市町村) 10～15年後の介護保険サービスの供給過不足見込み_都市部 
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3.4 
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33.7 

21.0 

41.2 

52.2 
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訪問系サービス

通所系サービス

多機能型サービス

介護保険施設（特養、老健、療養）

有料老人ホーム（特定施設、住宅型有料老人ホーム）

サービス付き高齢者向け住宅

無回答 地域内（管内）で不足しており、他地域のサービス等を活用しても十分充足できていない

地域内（管内）で不足しているが、他地域のサービス等により充足できている 地域内（管内）でおおむね過不足なく充足できている

サービスが供給過多である（利用者数に比べ事業所数が多いなど） わからない（把握していない）

1_65歳以上人口2020年以前ピーク市町村(N=291)
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14.9 

14.9 
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通所系サービス

多機能型サービス

介護保険施設（特養、老健、療養）

有料老人ホーム（特定施設、住宅型有料老人ホーム）

サービス付き高齢者向け住宅

無回答 地域内（管内）で不足しており、他地域のサービス等を活用しても十分充足できていない

地域内（管内）で不足しているが、他地域のサービス等により充足できている 地域内（管内）でおおむね過不足なく充足できている

サービスが供給過多である（利用者数に比べ事業所数が多いなど） わからない（把握していない）

2_65歳以上人口2020～2040年ピーク市町村(N=94)
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33.9 

32.5 
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22.3 

18.8 

0.3 

1.0 

0.3 

2.1 

7.9 

6.5 

46.6 

46.9 

45.2 

38.7 

59.6 

66.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

訪問系サービス

通所系サービス

多機能型サービス

介護保険施設（特養、老健、療養）

有料老人ホーム（特定施設、住宅型有料老人ホーム）

サービス付き高齢者向け住宅

無回答 地域内（管内）で不足しており、他地域のサービス等を活用しても十分充足できていない

地域内（管内）で不足しているが、他地域のサービス等により充足できている 地域内（管内）でおおむね過不足なく充足できている

サービスが供給過多である（利用者数に比べ事業所数が多いなど） わからない（把握していない）

3_65歳以上人口2040年以降ピーク市町村(N=292)
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②-２ 10～15年後の介護保険サービスの供給過不足見込みを推計していない理由<(2)Q4> 

※(2)Q3 で全ての項目で「わからない（推計していない）」と回答した方のみ 

 都道府県調査では、「その他」を除くと「推計を行うためのデータがないため」及び「推計を行う方法

がわからないため」の割合が最も高かった。 

 市町村調査では、人口減少地域、一般市等及び都市部のいずれにおいても「推計を行うためのデータ

がないため」の割合が最も高かった。 

図表 27 (都道府県) 10～15年後の介護保険サービスの供給過不足見込みを推計していない理由（複数回答） 

 

図表 28 (市町村) 10～15年後の介護保険サービスの供給過不足見込みを推計していない理由（複数回答） 
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33.3%

57.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

推計を行うためのデータがないため

推計を行うためのマンパワーが不足しているため

推計を行うことの発想・提案が無かったため

推計を行う方法がわからないため

その他

(N=21)

0.5%

53.8%

33.3%

14.5%

43.5%

43.5%

1.7%

51.7%

36.2%

20.7%

41.4%

41.4%

0.0%

50.0%
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20.8%

41.7%

41.7%

0.0%

55.8%

30.8%

9.6%

45.2%

45.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

推計を行うためのデータがないため

推計を行うためのマンパワーが不足しているため

推計を行うことの発想・提案が無かったため

推計を行う方法がわからないため

その他

全体(N=186) 人口減少地域(N=58) 一般市等(N=24) 都市部(N=104)
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③ 待機実人数の把握有無<(2)Q5> 

 都道府県調査、市町村調査（人口減少地域/一般市等/都市部いずれも）共に、特別養護老人ホームで

「全施設について把握している」の割合が最も高く、老人保健施設及び認知症グループホームで「把

握していない」の割合が最も高かった。 

図表 29 (都道府県) 待機実人数の把握有無 

  

図表 30 (市町村) 待機実人数の把握有無_全体 

 

図表 31 (市町村) 待機実人数の把握有無_人口減少地域 

 

図表 32 (市町村) 待機実人数の把握有無_一般市等 

 
  

87.8

9.8

2.4 9.8

90.2

100

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別養護老人ホーム

老人保健施設

認知症グループホーム

無回答 全施設について把握している 一部施設について把握している 把握していない

(N=41)

0.4 

0.4 

0.4 

54.9 

19.9 

35.9 

11.2 

4.3 

9.5 

31.3 

60.4 

49.0 

2.1 

14.9 

5.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別養護老人ホーム

老人保健施設

認知症グループホーム

無回答 全施設について把握している 一部施設について把握している 把握していない 管内に施設がない

全体(N=677)

0.7 

0.7 

1.0 

53.6 

19.2 

37.1 

10.0 

2.4 

6.5 

32.3 

53.3 

46.0 

3.4 

24.4 

9.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別養護老人ホーム

老人保健施設

認知症グループホーム

無回答 全施設について把握している 一部施設について把握している 把握していない 管内に施設がない

1_65歳以上人口2020年以前ピーク市町村(N=291)

1.1 

1.1 

50.0 

16.0 

34.0 

12.8 

3.2 

11.7 

34.0 

58.5 

46.8 

2.1 

21.3 

7.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別養護老人ホーム

老人保健施設

認知症グループホーム

無回答 全施設について把握している 一部施設について把握している 把握していない 管内に施設がない

2_65歳以上人口2020～2040年ピーク市町村(N=94)
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図表 33 (市町村) 待機実人数の把握有無_都市部 

 
 

④ 今後５年間において大規模修繕や建替えが必要な施設の把握有無<(2)Q6> 

・ 都道府県調査では、特別養護老人ホームで「一部施設について把握している」の割合が最も高く、老

人保健施設及び認知症グループホームで「把握していない」の割合が最も高かった。 

・ 市町村調査では、人口減少地域、一般市等及び都市部のいずれにおいても、どの施設類型も「把握し

ていない」の割合が最も高かった。 

図表 34 (都道府県) 今後 5 年間において大規模修繕や建替えが必要な施設の把握有無 

 

図表 35 (市町村) 今後 5 年間において大規模修繕や建替えが必要な施設の把握有無_全体 

 

  

57.9

21.9

35.3

12

6.5

11.6

29.5

68.2

52.7

0.7

3.4

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別養護老人ホーム

老人保健施設

認知症グループホーム

無回答 全施設について把握している 一部施設について把握している 把握していない 管内に施設がない

3_65歳以上人口2040年以降ピーク市町村(N=292)

2.4 

2.4 

63.4 

36.6 

9.8 

34.1 

61.0 

90.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別養護老人ホーム

老人保健施設

認知症グループホーム

無回答 全施設について把握している 一部施設について把握している 把握していない

(N=41)

0.3

0.3

0.3

15.5

6.6

9.9

17.6

6.8

8.7

64.7

71

75.8

1.9

15.2

5.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別養護老人ホーム

老人保健施設

認知症グループホーム

無回答 全施設について把握している 一部施設について把握している 把握していない 管内に施設がない

全体(N=677)
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図表 36 (市町村) 今後 5 年間において大規模修繕や建替えが必要な施設の把握有無_人口減少地域 

 

図表 37 (市町村) 今後 5 年間において大規模修繕や建替えが必要な施設の把握有無_一般市等 

 

図表 38 (市町村) 今後5年間において大規模修繕や建替えが必要な施設の把握有無_都市部 

 

  

0.3

0.3

0.3

21.3

7.6

13.4

13.1

4.1

6.5

61.9

62.9

70.1

3.4

25.1

9.6

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別養護老人ホーム

老人保健施設

認知症グループホーム

無回答 全施設について把握している 一部施設について把握している 把握していない 管内に施設がない

1_65歳以上人口2020年以前ピーク市町村(N=239)

19.1

8.5

9.6

10.6

1.1

6.4

69.1

69.1

76.6

1.1

21.3

7.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別養護老人ホーム

老人保健施設

認知症グループホーム

無回答 全施設について把握している 一部施設について把握している 把握していない 管内に施設がない

2_65歳以上人口2020～2040年ピーク市町村(N=94)

0.3

0.3

0.3

8.6

5.1

6.5

24.3

11.3

11.6

66.1

79.8

81.2

0.7

3.4

0.3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

特別養護老人ホーム

老人保健施設

認知症グループホーム

無回答 全施設について把握している 一部施設について把握している 把握していない 管内に施設がない

3_65歳以上人口2040年以降ピーク市町村(N=292)
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⑤ 介護保険施設の運営事業者における今後の事業運営に関する把握有無<(2)Q7> 

・ 都道府県調査、市町村調査（人口減少地域/一般市等/都市部いずれも）共に、「上記のいずれも実施

していない」の割合が最も高かった。 

図表 39 (都道府県) 介護保険施設の運営事業者における今後の事業運営に関する把握有無（複数回答） 

  

図表 40 (市町村) 介護保険施設の運営事業者における今後の事業運営に関する把握有無（複数回答） 

 

  

12.2 4.9 9.8 24.4 65.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(N=41)

無回答

毎年又は介護保険事業計画策定時などの機に、アンケートにより事業継続意向の有無を把握している

毎年又は介護保険事業計画策定時などの機に、アンケートにより定員増減希望を把握している

毎年又は介護保険事業計画策定時などの機に、ヒアリングにより事業継続意向の有無を把握している

毎年又は介護保険事業計画策定時などの機に、ヒアリングにより定員増減希望を把握している

上記のいずれも実施していない

0.4

0.7

0.3

27.8

28.9

28.7

26.4

25.4

25.4

26.6

25

16.1

23.7

14.9

8.9

16.7

23

14.9

11

49.9

40.9

52.1

58.2

1.2

2.4

1.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=677)

人口減少地域(N=291)

一般市等(N=94)

都市部(N=292)

無回答

毎年又は介護保険事業計画策定時などの機に、アンケートにより事業継続意向の有無を把握している

毎年又は介護保険事業計画策定時などの機に、アンケートにより定員増減希望を把握している

毎年又は介護保険事業計画策定時などの機に、ヒアリングにより事業継続意向の有無を把握している

毎年又は介護保険事業計画策定時などの機に、ヒアリングにより定員増減希望を把握している

上記のいずれも実施していない

管内に公営以外の施設がない（市町村のみ選択ください）
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（３）介護サービス基盤維持に向けた事業者との協議等 

① 既存施設・事業所の在り方を含めた介護サービス基盤維持に向けての課題意識<(3)Q1> 

・ 都道府県調査、市町村調査（人口減少地域/一般市等/都市部いずれも）共に、「介護職員の確保・定

着」の割合が最も高かった。 

図表 41 (都道府県) 既存施設・事業所の在り方を含めた介護サービス基盤維持に向けての課題意識（複数回答） 

  

図表 42 (市町村) 既存施設・事業所の在り方を含めた介護サービス基盤維持に向けての課題意識（複数回答） 

 

  

0.0%

92.7%

12.2%

100.0%

87.8%

34.1%

36.6%

43.9%

9.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

既存建物・設備の老朽化

既存建物・設備の有効活用されていない状況

介護職員の確保・定着

介護職員の負担軽減

多様化する地域ニーズへの対応

地域内法人間の連携・協働化

経営の協働化・大規模化

その他

(N=41)

0.3%

46.4%

8.1%

95.7%

63.4%

36.2%

14.0%

8.6%

2.7%

0.7%

48.5%

6.9%

95.5%

60.1%

33.0%

15.5%

8.6%

2.4%

0.0%

48.9%

8.5%

95.7%

63.8%

45.7%

9.6%

6.4%

1.1%

0.0%

43.5%

9.2%

95.9%

66.4%

36.3%

14.0%

9.2%

3.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

既存建物・設備の老朽化

既存建物・設備の有効活用されていない状況

介護職員の確保・定着

介護職員の負担軽減

多様化する地域ニーズへの対応

地域内法人間の連携・協働化

経営の協働化・大規模化

その他

全体(N=677) 人口減少地域(N=291) 一般市等(N=94) 都市部(N=292)
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② 既存施設・事業所の在り方を含めた介護サービス基盤維持に向けた検討にあたっての介護

保険サービス事業者との協議の実施状況<(3)Q2> 

 都道府県調査、市町村調査（人口減少地域/一般市等/都市部いずれも）共に、「協議の実施・検討をし

ていない」の割合が最も高かった。 

図表 43 (都道府県) 既存施設・事業所の在り方を含めた介護サービス基盤維持に向けた検討にあたっての 

介護保険サービス事業者との協議の実施状況（複数回答） 

  

図表 44 (市町村) 既存施設・事業所の在り方を含めた介護サービス基盤維持に向けた検討にあたっての 

介護保険サービス事業者との協議の実施状況（複数回答） 

 

  

0.0%

34.1%

12.2%

22.0%

9.8%

9.8%

36.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答

介護保険サービス事業者と従来から継続的に協議を実施（会合等の全体の場）

介護保険サービス事業者と従来から継続的に協議を実施（個別協議）

介護保険サービス事業者と介護保険事業計画策定に当たって協議を実施（会合等の全体の場）

介護保険サービス事業者と介護保険事業計画策定に当たって協議を実施（個別協議）

協議の実施を検討中

協議の実施・検討をしていない

(N=41)

0.7%

19.4%

19.5%

17.1%

9.6%

9.5%

47.3%

0.1%

1.0%

20.6%

23.0%

16.8%

9.3%

10.3%

43.3%

0.3%

0.0%

7.4%

18.1%

11.7%

11.7%

8.5%

57.4%

0.0%

0.7%

21.9%

16.4%

19.2%

9.2%

8.9%

47.9%

0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

無回答

介護保険サービス事業者と従来から継続的に協議を実施（会合等の全体の場）

介護保険サービス事業者と従来から継続的に協議を実施（個別協議）

介護保険サービス事業者と介護保険事業計画策定に当たって協議を実施（会合等の全体の場）

介護保険サービス事業者と介護保険事業計画策定に当たって協議を実施（個別協議）

協議の実施を検討中

協議の実施・検討をしていない

管内に介護保険サービス事業者がいない（市町村のみ選択ください）

全体(N=677) 人口減少地域(N=291) 一般市等(N=94) 都市部(N=292)
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③ 介護保険サービス事業者との協議内容<(3)Q3> 

※(3)Q2 で介護保険サービス事業者と何らかの協議を行っている（選択肢 1-4）と回答した方のみ 

 都道府県調査、市町村調査（人口減少地域/一般市等/都市部いずれも）共に、「入所者数減少に伴う既

存建物・設備の整備や活用方針」の割合が最も高かった。 

図表 45 (都道府県) 介護保険サービス事業者との協議内容（複数回答） 

 

図表 46 (市町村) 介護保険サービス事業者との協議内容（複数回答） 

 
  

0.0%

95.7%

13.0% 100.0%

95.7%

39.1%

47.8%

47.8%

13.0%

13.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

既存建物・設備の老朽化への対策

入所者数増加に伴う既存建物・設備の整備や活用方針

入所者数減少に伴う既存建物・設備の整備や活用方針

介護職員の確保・定着

介護職員の負担軽減

多様化する地域ニーズへの対応

地域内法人間の連携・協働化

経営の協働化・大規模化

その他

(N=23)

0.0%

55.3%

12.0%

97.9%

68.4%

45.0%

19.9%

9.3%

2.7%

2.7%

0.0%

58.6%

9.8%

98.5%

65.4%

42.9%

24.1%

9.8%

2.3%

2.3%

0.0%

46.9%

9.4%

96.9%

59.4%

56.3%

12.5%

3.1%

0.0%

0.0%

0.0%

54.0%

15.1%

97.6%

73.8%

44.4%

17.5%

10.3%

4.0%

4.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

既存建物・設備の老朽化への対策

入所者数増加に伴う既存建物・設備の整備や活用方針

入所者数減少に伴う既存建物・設備の整備や活用方針

介護職員の確保・定着

介護職員の負担軽減

多様化する地域ニーズへの対応

地域内法人間の連携・協働化

経営の協働化・大規模化

その他

全体(N=291) 人口減少地域(N=133) 一般市等(N=32) 都市部(N=126)
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④ 必要不可欠な介護保険サービスを提供している事業者の撤退意向等の状況<(3)Q4> 

 都道府県調査では、「撤退意向は示していないが、経営継続が危惧されている事業者がいる」の割合が

最も高かった。 

 市町村調査では、人口減少地域で「撤退意向は示していないが、経営継続が危惧されている事業者が

いる」、一般市等で「1、2 のような事業者はいない」、都市部で「わからない」の割合が最も高かっ

た。 

図表 47 (都道府県) 必要不可欠な介護保険サービスを提供している事業者の撤退意向等の状況（複数回答） 

  

図表 48 (市町村) 必要不可欠な介護保険サービスを提供している事業者の撤退意向等の状況（複数回答） 

 

  

0.0%

19.5%

46.3%

12.2%

34.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

経営難による撤退意向を示している事業者がいる

撤退意向は示していないが、経営継続が危惧されている事業者がいる

1、2のような事業者はいない

わからない

(N=41)

0.6%

13.6%

31.0%

31.2%

29.1%

1.0%

1.0%

13.4%

36.8%

30.2%

25.1%

0.3%

0.0%

11.7%

27.7%

34.0%

28.7%

1.1%

0.3%

14.4%

26.4%

31.2%

33.2%

1.7%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

経営難による撤退意向を示している事業者がいる

撤退意向は示していないが、経営継続が危惧されている事業者がいる

1、2のような事業者はいない

わからない

管内に必要不可欠な介護保険サービス（撤退した場合多大な影響が出る介護保険サービス）を提供している事

業者はいない（市町村のみ選択ください）

全体(N=677) 人口減少地域(N=291) 一般市等(N=94) 都市部(N=292)



24 

 

⑤ 経営が困難な介護保険サービス事業者の維持・再編に向けて実施している事業者への自治

体としての関与<(3)Q5> 

 都道府県調査、市町村調査（人口減少地域/一般市等/都市部いずれも）共に、「上記のいずれも実施し

ていない」の割合が最も高かった。 

図表 49 (都道府県) 経営が困難な介護保険サービス事業者の維持・再編に向けて 

実施している事業者への自治体としての関与（複数回答） 

 

図表 50 (市町村) 経営が困難な介護保険サービス事業者の維持・再編に向けて 

実施している事業者への自治体としての関与（複数回答） 

 
  

0.0%

2.4%

14.6%

4.9%

0.0%

0.0%

78.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

自治体職員による経営アドバイス・計画策定支援

経営改善のためのコンサルティング費用補助

自治体からの人材派遣（経営層、専門職）

自治体主導による法人間のマッチング（継承先探し）

直営化（公営化）の検討

上記のいずれも実施していない

(N=41)

0.7%

5.5%

1.2%

1.0%

1.3%

0.1%

90.8%

1.7%

8.6%

1.7%

1.4%

1.7%

0.0%

86.6%

0.0%

3.2%

0.0%

2.1%

0.0%

1.1%

93.6%

0.0%

3.1%

1.0%

0.3%

1.4%

0.0%

94.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

自治体職員による経営アドバイス・計画策定支援

経営改善のためのコンサルティング費用補助

自治体からの人材派遣（経営層、専門職）

自治体主導による法人間のマッチング（継承先探し）

直営化（公営化）の検討

上記のいずれも実施していない

全体(N=677) 人口減少地域(N=291) 一般市等(N=94) 都市部(N=292)
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⑥ 介護保険サービス事業者の介護保険施設の大規模修繕や建替えに対する現行のスタンス

<(3)Q6> 

 都道府県調査、市町村調査（人口減少地域/一般市等/都市部いずれも）共に、「介護保険サービス事業

者の自主運営が基本であり、積極的には関与しない（補助金などの整備のみ）」の割合が最も高かっ

た。 

図表 51 (都道府県) 介護保険サービス事業者の介護保険施設の大規模修繕や建替えに対する現行のスタンス 

 

図表 52 (市町村) 介護保険サービス事業者の介護保険施設の大規模修繕や建替えに対する現行のスタンス 

 

  

82.9 12.2 2.4 2.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(N=41)

無回答

介護保険サービス事業者の自主運営が基本であり、積極的には関与しない（補助金などの整備のみ）

介護保険サービス事業者の自主運営が基本であるが、各法人の改修・建替えの意向について積極的に把握

介護保険サービス事業者同士の連携を高める取組みを促進し、介護保険サービス事業者が自主的に改修・建替えをしていくことができるよう支援

介護保険サービス事業者に積極的に働きかけ、介護保険サービス事業者の修繕、建替えについて支援

行政が主体的に指導、助言を行い、修繕、建替えについて支援

1

1.4

1.1

0.7

87.4

80.1

92.6

93.2

7.7

10.3

5.3

5.8

1

2.4

0.7

1.4

0.3

0.6

1

1.1

1.5

3.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=677)

人口減少地域(N=291)

一般市等(N=94)

都市部(N=292)

無回答

介護保険サービス事業者の自主運営が基本であり、積極的には関与しない（補助金などの整備のみ）

介護保険サービス事業者の自主運営が基本であるが、各法人の改修・建替えの意向について積極的に把握

介護保険サービス事業者同士の連携を高める取組みを促進し、介護保険サービス事業者が自主的に改修・建替えをしていくことができるよう支援

介護保険サービス事業者に積極的に働きかけ、介護保険サービス事業者の修繕、建替えについて支援

行政が主体的に指導、助言を行い、修繕、建替えについて支援

管内に公営以外の介護保険施設はない（市町村のみ選択ください）
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（４）今後の介護サービス基盤維持に向けた必要な取組 

① 介護保険サービス事業者と協議を行っていく上での課題<(4)Q1> 

・ 都道府県調査、市町村調査（人口減少地域/一般市等/都市部いずれも）共に、「地域の事業所・施設

の経営状況や運営状況の把握が十分でない」の割合が最も高かった。 

図表 53 (都道府県) 介護保険サービス事業者と協議を行っていく上での課題（複数回答） 

 

図表 54 (市町村) 介護保険サービス事業者と協議を行っていく上での課題（複数回答） 

 

  

0.0%

78.0%

34.1%

17.1%

19.5%

29.3%

7.3%

12.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

地域の事業所・施設の経営状況や運営状況の把握が十分でない

自治体がどの程度関与してよいかわからない

介護・障害・保育等分野をまたぐ場合、所管部署が変わるため連携が難しい

介護保険事業計画の策定内容に縛られてしまう

多忙のため手が回らない

特に課題と感じていることはない

その他

(N=41)

0.3%

67.7%

56.6%

13.1%

17.6%

45.2%

6.9%

0.3%

3.8%

0.7%

65.3%

59.8%

7.6%

17.9%

48.1%

6.5%

0.7%

3.4%

0.0%

66.0%

58.5%

10.6%

13.8%

48.9%

8.5%

0.0%

3.2%

0.0%

70.5%

52.7%

19.5%

18.5%

41.1%

6.8%

0.0%

4.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

地域の事業所・施設の経営状況や運営状況の把握が十分でない

自治体がどの程度関与してよいかわからない

介護・障害・保育等分野をまたぐ場合、所管部署が変わるため連携が難しい

介護保険事業計画の策定内容に縛られてしまう

多忙のため手が回らない

特に課題と感じていることはない

管内に介護保険サービス事業者がいない（市町村のみ選択ください）

その他

全体(N=677) 人口減少地域(N=291) 一般市等(N=94) 都市部(N=292)
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② 今後の介護サービス基盤維持に向けた必要だと考える取組<(4)Q2> 

 都道府県調査では、「事業者における生産性向上」の割合が最も高かった。 

 市町村調査では、人口減少地域、一般市等及び都市部のいずれにおいても「将来的な供給過不足を予

測するためのサービス需給予測の数値算出」の割合が最も高かった。 

図表 55 (都道府県) 今後の介護サービス基盤維持に向けた必要だと考える取組（複数回答） 

 

図表 56 (市町村) 今後の介護サービス基盤維持に向けた必要だと考える取組（複数回答） 

 

  

0.0%

73.2%

36.6%

17.1%

92.7%

4.9%

19.5%

12.2%

36.6%

22.0%

17.1%

7.3%

12.2%

7.3%

22.0%

9.8%

2.4%

19.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

将来的な供給過不足を予測するためのサービス需給予測の数値算出

将来的な提供体制再編・整備に向けた官民連携による課題や方策等の共有・検討等

他分野（介護保険サービス以外）との一体的な福祉サービス再編の検討等

事業者における生産性向上

障害福祉サービス事業者における共生型介護保険サービスの提供

基準該当介護保険サービスの提供

サテライト型事業所の設置

事業者における連携・協働化（介護保険サービス同士の連携・協働化）

事業者における連携・協働化（介護保険サービス以外の他分野との連携・協働化）

事業者における事業の大規模化（定員増や提供地域拡大等の大規模化）

事業者における事業の大規模化（介護保険サービス以外の新規サービス実施や事業拡大）

事業者における異なる介護保険サービスへのサービス種別変更

事業者における介護保険サービスへのサービス種別変更・事業参入

事業者における他の介護保険サービス事業所等又は事業者との間の事業譲渡等や合併

事業者における介護保険サービス以外の他分野の事業所又は事業者との間の事業譲渡等や合併

特にない

その他

(N=41)

0.6%

62.3%

38.4%

19.8%

51.0%

5.3%

5.6%

5.6%

38.6%

16.4%

8.3%

6.1%

5.8%

6.8%

15.2%

3.5%

6.4%

5.8%

1.4%

57.7%

48.1%

22.7%

41.6%

7.2%

7.6%

6.5%

40.2%

15.8%

5.8%

4.5%

5.5%

6.9%

16.2%

4.1%

6.9%

5.2%

0.0%

56.4%

31.9%

23.4%

53.2%

1.1%

4.3%

3.2%

42.6%

21.3%

7.4%

7.4%

5.3%

7.4%

9.6%

3.2%

8.5%

4.3%

0.0%

68.8%

30.8%

15.8%

59.6%

4.8%

4.1%

5.5%

35.6%

15.4%

11.0%

7.2%

6.2%

6.5%

16.1%

3.1%

5.1%

6.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

将来的な供給過不足を予測するためのサービス需給予測の数値算出

将来的な提供体制再編・整備に向けた官民連携による課題や方策等の共有・検討等

他分野（介護保険サービス以外）との一体的な福祉サービス再編の検討等

事業者における生産性向上

障害福祉サービス事業者における共生型介護保険サービスの提供

基準該当介護保険サービスの提供

サテライト型事業所の設置

事業者における連携・協働化（介護保険サービス同士の連携・協働化）

事業者における連携・協働化（介護保険サービス以外の他分野との連携・協働化）

事業者における事業の大規模化（定員増や提供地域拡大等の大規模化）

事業者における事業の大規模化（介護保険サービス以外の新規サービス実施や事業拡大）

事業者における異なる介護保険サービスへのサービス種別変更

事業者における介護保険サービスへのサービス種別変更・事業参入

事業者における他の介護保険サービス事業所等又は事業者との間の事業譲渡等や合併

事業者における介護保険サービス以外の他分野の事業所又は事業者との間の事業譲渡等や合併

特にない

その他

全体(N=677) 人口減少地域(N=291) 一般市等(N=94) 都市部(N=292)
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③ 必要だと考える取組のうち、直近３年間で実施した・しているもの<(4)Q3> 

 都道府県調査では、「事業者における生産性向上」の割合が高かった。 

 市町村調査では、「その他」を除くと、人口減少地域及び一般市等で「事業者における生産性向上」、

都市部で「基準該当介護保険サービスの提供」の割合が高かった。 

図表 57 (都道府県) 必要だと考える取組のうち、直近３年間で実施した・しているもの（複数回答） 

 

図表 58 (市町村) 必要だと考える取組のうち、直近３年間で実施した・しているもの（複数回答） 

  

40.0%

13.3%

0.0%

97.4%

50.0%

50.0%

60.0%

53.3%

22.2%

14.3%

0.0%

20.0%

33.3%

66.7%

0.0%

12.5%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

将来的な供給過不足を予測するためのサービス需給予測の数値算出(N=30)

将来的な提供体制再編・整備に向けた官民連携による課題や方策等の共有・検討等(N=15)

他分野（介護保険サービス以外）との一体的な福祉サービス再編の検討等(N=7)

事業者における生産性向上(N=38)

障害福祉サービス事業者における共生型介護保険サービスの提供(N=2)

基準該当介護保険サービスの提供(N=8)

サテライト型事業所の設置(N=5)

事業者における連携・協働化（介護保険サービス同士の連携・協働化）(N=15)

事業者における連携・協働化（介護保険サービス以外の他分野との連携・協働化）(N=9)

事業者における事業の大規模化（定員増や提供地域拡大等の大規模化）(N=7)

事業者における事業の大規模化（介護保険サービス以外の新規サービス実施や事業拡大）(N=3)

事業者における異なる介護保険サービスへのサービス種別変更(N=5)

事業者における介護保険サービスへのサービス種別変更・事業参入(N=3)

事業者における他の介護保険サービス事業所等又は事業者との間の事業譲渡等や合併(N=9)

事業者における介護保険サービス以外の他分野の事業所又は事業者との間の事業譲渡等や合併(N=4)

特にない(N=8)

37.7%

19.2%

16.4%

40.9%

8.3%

26.3%

31.6%

16.5%

10.8%

14.3%

9.8%

25.6%

23.9%

31.1%

4.2%

28.2%

35.1%

27.9%

22.7%

38.8%

4.8%

18.2%

26.3%

14.5%

10.9%

5.9%

7.7%

25.0%

15.0%

17.0%

0.0%

40.0%

34.0%

0.0%

4.5%

44.0%

0.0%

0.0%

33.3%

15.0%

0.0%

0.0%

14.3%

0.0%

28.6%

33.3%

0.0%

25.0%

40.8%

12.2%

13.0%

41.4%

14.3%

50.0%

37.5%

19.2%

15.6%

21.9%

9.5%

33.3%

31.6%

44.7%

11.1%

20.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

将来的な供給過不足を予測するためのサービス需給予測の数値算出

将来的な提供体制再編・整備に向けた官民連携による課題や方策等の共有・検討等

他分野（介護保険サービス以外）との一体的な福祉サービス再編の検討等

事業者における生産性向上

障害福祉サービス事業者における共生型介護保険サービスの提供

基準該当介護保険サービスの提供

サテライト型事業所の設置

事業者における連携・協働化（介護保険サービス同士の連携・協働化）

事業者における連携・協働化（介護保険サービス以外の他分野との連携・協働化）

事業者における事業の大規模化（定員増や提供地域拡大等の大規模化）

事業者における事業の大規模化（介護保険サービス以外の新規サービス実施や事業拡大）

事業者における異なる介護保険サービスへのサービス種別変更

事業者における介護保険サービスへのサービス種別変更・事業参入

事業者における他の介護保険サービス事業所等又は事業者との間の事業譲渡等や合併

事業者における介護保険サービス以外の他分野の事業所又は事業者との間の事業譲渡等や合併

その他

全体 人口減少地域 一般市等 都市部
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（５）高齢者施設大規模修繕や改築等に係る支援状況 

① 定員 30 人以上の高齢者施設(広域型施設)を対象とした大規模修繕や改築等に係る自治体

単独の補助制度※の有無<(5)Q1> 

※国の補助制度を活用するものは、単費での上乗せや嵩上げ補助も含めて除いた、自治体単費の補助制度（市町村

においては、都道府県の補助制度を活用するものも除く） 

 都道府県調査では、「有している」の割合が約９割であった。 

 市町村調査では、人口減少地域、一般市等及び都市部のいずれにおいても「有していない」の割合が

高く、人口減少地域及び一般市等では９割を超えていた。 

図表 59 (都道府県) 定員30人以上の高齢者施設(広域型施設)を対象とした大規模修繕や改築等に係る補助制度の有無 

 

図表 60 (市町村) 定員30人以上の高齢者施設(広域型施設)を対象とした大規模修繕や改築等に係る補助制度の有無 

 

  

87.8 12.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(N=41)

無回答 有している 有していない

6.6

3.1

3.2

11.3

93.4

96.9

96.8

88.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=677)

人口減少地域(N=291)

一般市等(N=94)

都市部(N=292)

無回答 有している 有していない
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② 令和 7年度の関係予算額の計上状況<(5)Q2> 

※(5)Q1 で「有している」と回答した方のみ 

 都道府県調査では、「予算計上している」の割合が最も高かった。 

 市町村調査では、人口減少地域では「補助制度はあるが、要望等がなく、予算は計上していない」の

割合が最も高く、一般市等及び都市部では「予算計上している」の割合が最も高かった。 

図表 61 (都道府県) 令和 7 年度の関係予算額の計上状況 

 

図表 62 (市町村) 令和 7 年度の関係予算額の計上状況 

 

  

58.3 27.8 13.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(N=36)

無回答 予算計上している 補助制度はあるが、要望等がなく、予算は計上していない その他

2.2

11.1

42.2 

22.2 

100.0 

42.4 

42.2 

66.7 

39.4 

13.3 

18.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=45)

人口減少地域(N=9)

一般市等(N=3)

都市部(N=33)

無回答 予算計上している 補助制度はあるが、要望等がなく、予算は計上していない その他
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③ 令和 7年度の予算額<(5)Q2> 

※(5)Q1 で「有している」と回答し、②で「予算計上している」と回答した方のみ 

 都道府県調査では、「100000～」の割合が最も高く、中央値が 115740 千円であった。 

 市町村調査では、人口減少地域では「0～20000」及び「20001～40000」の割合が同率で中央値が

13772 千円、一般市等では「20001～40000」、「60001～80000」及び「100000～」の割合が同率であり

中央値が 62850 千円、都市部では「60001～80000」の割合が最も高く中央値が 62150 千円であった。 

図表 63 (都道府県) 令和 7 年度の予算額 

 

図表 64 (市町村) 令和 7 年度の予算額 

 

  

9.5 14.3 4.8 19 52.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(N=21)

無回答 0～20000 20001～40000 40001～60000 60001～80000 80001～100000 100000～

上段：平均値

下段：中央値

445489.1千円

115740千円

10.5 

14.3 

21.1 

50.0 

21.4 

21.1 

50.0 

33.3 

14.3 

31.6 

33.3 

35.7 

5.3 

7.1 

10.5 

33.3 

7.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=19)

人口減少地域(N=2)

一般市等(N=3)

都市部(N=14)

無回答 0～20000 20001～40000 40001～60000 60001～80000 80001～100000 100000～
上段：平均値

下段：中央値

64804.6千円

60300千円

13771.5千円

13772千円

107783.3千円

62850千円

62565.4千円

62150千円
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④-１ 補助対象としている項目<(5)Q3-1> 

※(5)Q1 で「有している」と回答した方のみ 

 都道府県調査では、「改築」の割合が最も高かった。 

 市町村調査では、人口減少地域では「改築」の割合が高く、都市部では「新設」の割合が最も高かっ

た。一般市等では「改築」及び「大規模修繕」の割合が同率であった。 

 

図表 65 (都道府県) 補助対象としている項目 

 

図表 66 (市町村) 補助対象としている項目 

 

  

12.2%

78.0%

78.0%

87.8%

34.1%

26.8%

2.4%

4.9%

4.9%

26.8%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

新設

増築

改築

増改築

大規模修繕

バリアフリー化

耐震化

設備設置・更新

その他

(N=41)

2.2%

68.9%

60.0%

66.7%

15.6%

44.4%

8.9%

15.6%

20.0%

17.8%

11.1%

44.4%

33.3%

55.6%

11.1%

22.2%

11.1%

11.1%

33.3%

22.2%

0.0%

0.0%

0.0%

66.7%

0.0%

66.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

81.8%

72.7%

69.7%

18.2%

48.5%

9.1%

18.2%

18.2%

18.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

新設

増築

改築

増改築

大規模修繕

バリアフリー化

耐震化

設備設置・更新

その他

全体(N=45) 人口減少地域(N=9) 一般市等(N=3) 都市部(N=33)
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④-２ 補助基準額<(5)Q3-2> 

※(5)Q1 で「有している」と回答し、④-1 で補助対象としていると回答した方のみ 

・ 都道府県調査、市町村調査共に、補助対象としているほとんどの項目で、補助基準額を床単価で設定

しているケースが多い傾向が見られた。回答数が比較的多い新設、増築、改築の床単価にかかる補助

基準額を見ると、都道府県調査、市町村調査共に、中央値が約 3500 千円程度であった。 

図表 67 補助基準額（新設/単位:千円） 

 

図表 68 補助基準額（増築/単位:千円） 

 

図表 69 補助基準額（改築/単位:千円） 

 

図表 70 補助基準額（増改築/単位:千円） 

 

  

都道府県(n=33) 市町村(n=31)

調査数 平均値 中央値 最大値 最小値 調査数 平均値 中央値 最大値 最小値

床単価 18 3338.4 3500.0 4897 1000 床単価 11 3628.3 3555.0 4500 2700

定員単価 8 3422.3 3375.0 4830 2000 定員単価 11 4355.5 3270.0 12610 300

施設単価 1 29430.0 29430.0 29430 29430 施設単価 0 - - - -

単価不明 5 3358.0 3375.0 3621 2962 単価不明 3 3365.0 2845.0 5000 2250

無回答 1 - - - - 無回答 6 - - - -

都道府県(n=32) 市町村(n=27)

調査数 平均値 中央値 最大値 最小値 調査数 平均値 中央値 最大値 最小値

床単価 18 3232.4 3358.5 4897 1000 床単価 10 3547.0 3527.5 4500 2700

定員単価 8 3512.3 3375.0 4830 2354 定員単価 8 4949.1 3545.0 12610 563

施設単価 0 - - - - 施設単価 0 - - - -

単価不明 5 3358.0 3375.0 3621 2962 単価不明 4 3325.3 3025.5 5000 2250

無回答 1 - - - - 無回答 5 - - - -

都道府県(n=37) 市町村(n=27)

調査数 平均値 中央値 最大値 最小値 調査数 平均値 中央値 最大値 最小値

床単価 19 3448.1 3590.0 4897 1200 床単価 10 3550.5 3461.0 5400 2053

定員単価 12 3385.8 3240.0 5476 1000 定員単価 9 5259.1 3590.0 13340 282

施設単価 0 - - - - 施設単価 0 - - - -

単価不明 5 3476.4 3532.0 3621 3300 単価不明 3 3554.7 3414.0 5000 2250

無回答 1 - - - - 無回答 5 - - - -

都道府県(n=14) 市町村(n=7)

調査数 平均値 中央値 最大値 最小値 調査数 平均値 中央値 最大値 最小値

床単価 8 3525.5 3590.0 4897 2700 床単価 1 3332.0 3332.0 3332 3332

定員単価 3 3960.0 3240.0 4830 3375 定員単価 1 12610.0 12610.0 12610 12610

施設単価 0 - - - - 施設単価 0 - - - -

単価不明 3 3402.3 3532.0 3532 3300 単価不明 2 3625.0 3625.0 5000 2250

無回答 0 - - - - 無回答 3 - - - -
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図表 71 補助基準額（大規模修繕/単位:千円） 

 

図表 72 補助基準額（バリアフリー化/単位:千円） 

 

図表 73 補助基準額（耐震化/単位:千円） 

 

図表 74 補助基準額（設備設置・更新/単位:千円） 

 

図表 75 補助基準額（その他/単位:千円） 

 
 

  

都道府県(n=12) 市町村(n=17)

調査数 平均値 中央値 最大値 最小値 調査数 平均値 中央値 最大値 最小値

床単価 3 1336.7 1330.0 1500 1180 床単価 1 3911.0 3911.0 3911 3911

定員単価 4 1263.3 1230.0 1330 1230 定員単価 3 873.3 1000.0 1090 530

施設単価 1 40000.0 40000.0 40000 40000 施設単価 3 17536.7 12610.0 30000 10000

単価不明 2 20665.0 20665.0 40000 1330 単価不明 4 56430.0 15000.0 190720 5000

無回答 2 - - - - 無回答 6 - - - -

都道府県(n=1) 市町村(n=4)

調査数 平均値 中央値 最大値 最小値 調査数 平均値 中央値 最大値 最小値

床単価 0 - - - - 床単価 0 - - - -

定員単価 1 1230.0 1230.0 1230 1230 定員単価 0 - - - -

施設単価 0 - - - - 施設単価 0 - - - -

単価不明 0 - - - - 単価不明 1 5000.0 5000.0 5000.0 5000.0

無回答 0 - - - - 無回答 3 - - - -

都道府県(n=3) 市町村(n=6)

調査数 平均値 中央値 最大値 最小値 調査数 平均値 中央値 最大値 最小値

床単価 2 1663.0 1663.0 1663 1663 床単価 0 - - - -

定員単価 0 - - - - 定員単価 0 - - - -

施設単価 0 - - - - 施設単価 0 - - - -

単価不明 0 - - - - 単価不明 2 12500.0 12500.0 20000.0 5000.0

無回答 1 - - - - 無回答 4 - - - -

都道府県(n=2) 市町村(n=7)

調査数 平均値 中央値 最大値 最小値 調査数 平均値 中央値 最大値 最小値

床単価 0 - - - - 床単価 0 - - - -

定員単価 0 - - - - 定員単価 0 - - - -

施設単価 0 - - - - 施設単価 1 25000.0 25000.0 25000.0 25000.0

単価不明 1 25000.0 25000.0 25000 25000 単価不明 2 12500.0 12500.0 20000 5000

無回答 1 - - - - 無回答 4 - - - -

都道府県(n=10) 市町村(n=8)

調査数 平均値 中央値 最大値 最小値 調査数 平均値 中央値 最大値 最小値

床単価 5 2072.6 1890.0 3700 120 床単価 0 - - - -

定員単価 2 426.0 426.0 750 102 定員単価 1 100.0 100.0 100 100

施設単価 1 37700.0 37700.0 37700 37700 施設単価 0 - - - -

単価不明 0 - - - - 単価不明 0 - - - -

無回答 2 - - - - 無回答 7 - - - -
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④-３ 補助率<(5)Q3-2> 

※(5)Q1 で「有している」と回答し、④-1 で補助対象としていると回答した方のみ 

 都道府県調査では、新設、増築、改築及び増改築については、補助率の中央値がいずれも 100％とな

っており、高い補助率が設定されている状況であった。一方、大規模修繕、バリアフリー化及び設備

改修・更新については、補助率に幅が見られた。 

 市町村調査では、新設、増築、改築については、いずれの地域においても中央値が 75％以上と高かっ

た。一方、大規模修繕、バリアフリー化、耐震化及び設備改修・更新については、地域や事業内容に

より幅が見られた。また、人口減少地域では、設備改修・更新について平均値、中央値ともに比較的

高く、都市部では項目によってばらつきが大きい傾向が見られた。なお、一般市等では、回答数が限

られているものの、回答が得られた範囲では一定の補助率が確認された。 

図表 76 (都道府県) 補助率 

 

図表 77 (市町村) 補助率_全体 

 

図表 78 (市町村) 補助率_人口減少地域 

 

  

調査数 平均 最小値 25% 中央値 75% 最大値

新設 41 93.33 75.00 75.00 100.00 100.00 100.00

増築 41 93.33 75.00 75.00 100.00 100.00 100.00

改築 41 93.75 75.00 81.25 100.00 100.00 100.00

増改築 41 96.43 75.00 100.00 100.00 100.00 100.00

大規模修繕 41 70.00 50.00 50.00 75.00 81.25 100.00

バリアフリー化 41 75.00 75.00 - 75.00 - 75.00

耐震化 41 - 0.00 - - - 0.00

設備設置・更新 41 62.50 50.00 - 62.50 - 75.00

その他 41 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

調査数 平均 最小値 25% 中央値 75% 最大値

新設 45 85.07 10.00 75.00 100.00 100.00 100.00

増築 45 82.77 10.00 70.50 100.00 100.00 100.00

改築 45 81.31 10.00 68.25 100.00 100.00 100.00

増改築 45 52.50 10.00 13.75 50.00 93.75 100.00

大規模修繕 45 65.00 10.00 50.00 50.00 100.00 100.00

バリアフリー化 45 30.00 10.00 - 30.00 - 50.00

耐震化 45 40.00 10.00 20.00 50.00 50.00 50.00

設備設置・更新 45 65.71 10.00 50.00 50.00 100.00 100.00

その他 45 50.00 50.00 - 50.00 - 50.00

調査数 平均 最小値 25% 中央値 75% 最大値

新設 9 87.50 75.00 - 87.50 - 100.00

増築 9 75.00 75.00 - 75.00 - 75.00

改築 9 75.00 50.00 50.00 75.00 100.00 100.00

増改築 9 75.00 75.00 - 75.00 - 75.00

大規模修繕 9 75.00 50.00 - 75.00 - 100.00

バリアフリー化 9 50.00 50.00 - 50.00 - 50.00

耐震化 9 50.00 50.00 - 50.00 - 50.00

設備設置・更新 9 83.33 50.00 50.00 100.00 100.00 100.00

その他 9 50.00 50.00 - 50.00 - 50.00
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図表 79 (市町村) 補助率_一般市等 

 

図表 80 (市町村) 補助率_都市部 

 
 

  

調査数 平均 最小値 25% 中央値 75% 最大値

新設 3 - 0.00 - - - 0.00

増築 3 - 0.00 - - - 0.00

改築 3 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00

増改築 3 - 0.00 - - - 0.00

大規模修繕 3 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00

バリアフリー化 3 - 0.00 - - - 0.00

耐震化 3 - 0.00 - - - 0.00

設備設置・更新 3 - 0.00 - - - 0.00

その他 3 - 0.00 - - - 0.00

調査数 平均 最小値 25% 中央値 75% 最大値

新設 33 84.69 10.00 83.00 100.00 100.00 100.00

増築 33 83.42 10.00 74.50 100.00 100.00 100.00

改築 33 79.64 10.00 66.00 100.00 100.00 100.00

増改築 33 45.00 10.00 10.00 25.00 100.00 100.00

大規模修繕 33 56.00 10.00 50.00 50.00 62.50 100.00

バリアフリー化 33 10.00 10.00 - 10.00 - 10.00

耐震化 33 36.67 10.00 10.00 50.00 50.00 50.00

設備設置・更新 33 52.50 10.00 20.00 50.00 87.50 100.00

その他 33 - 0.00 - - - 0.00
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⑤ 物価高騰に伴う、令和４年度以降の補助制度の見直し状況<(5)Q4> 

※(5)Q1 で「有している」と回答した方のみ 

・ 都道府県調査では、「物価高騰に伴う補助制度の見直しを実施した」の割合が最も高かった。 

・ 市町村調査では、人口減少地域で「物価高騰に伴う補助制度の見直しを実施はしていないが、検討し

た又は検討している」、一般市等で「物価高騰に伴う補助制度の見直しを実施した」、都市部で「物価

高騰に伴う補助制度の見直しは実施も検討もしていない」の割合が最も高かった。 

図表 81 (都道府県) 物価高騰に伴う、令和４年度以降の補助制度の見直し状況 

 

図表 82 (市町村) 物価高騰に伴う、令和４年度以降の補助制度の見直し状況 

 

  

12.2 39.0 24.4 24.4 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

(N=41)

無回答

物価高騰に伴う補助制度の見直しを実施した

物価高騰に伴う補助制度の見直しを実施はしていないが、検討した又は検討している

物価高騰に伴う補助制度の見直しは実施も検討もしていない

24.4 

100.0 

24.2 

26.7 

55.6 

21.2 

48.9 

44.4 

54.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全体(N=45)

人口減少地域(N=9)

一般市等(N=3)

都市部(N=33)

無回答

物価高騰に伴う補助制度の見直しを実施した

物価高騰に伴う補助制度の見直しを実施はしていないが、検討した又は検討している

物価高騰に伴う補助制度の見直しは実施も検討もしていない
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⑥ 物価高騰に伴う、令和４年度以降の補助制度の見直し内容<(5)Q5> 

※(5)Q4 で「見直しをした」と回答した方のみ 

・ 都道府県調査では、「補助上限の引上げ」の割合が最も高かった。 

・ 市町村調査では、都市部では「補助基準額の引上げ」の割合が最も高かった。一般市等では回答数が

限られているものの、回答が得られた範囲では一定の見直し内容が確認された。人口減少地域では、

集計対象となる地域はなかった。 

図表 83 (都道府県) 物価高騰に伴う、令和４年度以降の補助制度の見直し状況 

 

図表 84 (市町村) 物価高騰に伴う、令和４年度以降の補助制度の見直し状況 
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その他
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0.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

無回答

補助率の引上げ
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補助対象メニューや補助対象経費の拡大

補助要件の緩和

補助制度の予算額の増額

その他

全体(N=11) 人口減少地域(N=0) 一般市等(N=3) 都市部(N=8)
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４．自治体ヒアリング調査（市町村） 

 特に人口減少が進んでいる地域において、自治体が人口減少を見据えてどういう対応をすべきか、

何に備えないといけないのかを整理するために市町村を対象にヒアリング調査を実施した。 

 

（１）調査概要 

① 調査対象 

サービス再編を実施し、人口減少下で起こり得ることを先取りしていると考えられる先進事例

として、下記４自治体にヒアリングを実施した。和寒町のみ、和寒町職員だけでなく、関係者とし

て社会福祉法人ゆうゆうの理事長である大原氏が同席した。 

図表 85 調査対象 

# 自治体名 ヒアリング実施日 

1 島根県西ノ島町 令和７年 12月９日 

2 北海道和寒町 令和７年 12月 10日 

3 鹿児島県大和村 令和７年 12月 15日 

4 北海道中頓別町 令和７年 12月 16日 

 

② 調査方法 

オンラインで調査を実施した。 

 

③ 調査項目 

調査項目は次のとおりである。 

図表 86 調査項目 

調査項目 

 基本情報 

➢ 管内の介護保険サービスの提供法人数 

➢ 管内の介護保険サービスの事業所数 

 介護保険サービス基盤維持に向けた取組内容について 

➢ 取組の内容及び体制・実施方法 

➢ 取組実施にあたって法人内の事業所間法人以外の関係者（他法

人や自治体、社協等）との連携・調整状況 

➢ 取組後の変化・効果 

 取組実施の背景及びプロセス 

➢ 取組実施のきっかけ・背景、課題 

➢ 取組実施前に、需給状況・供給過不足状況を把握していたか 

➢ 取組実施の前に、中長期的な需給予測・供給過不足予測や将来

課題を予測していたか 

➢ 過去の経緯 

➢ 今後の展望及び今後に向けた課題 

 地域の介護保険サービス基盤維持に向けて 

➢ 高齢者施設の待機実人数の把握有無 

➢ 介護保険サービス事業者における今後の事業運営の把握有無 

➢ 今後の介護保険サービス基盤維持に向けた把握すべきもの 

➢ 今後の介護保険サービス基盤維持に向けて、官民連携として何

をすべきか 
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（２）調査結果（事例集） 

① 島根県西ノ島町（西ノ島） 
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② 北海道和寒町 
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③ 鹿児島県大和村（奄美大島） 
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④ 北海道中頓別町 
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（３）調査結果のまとめ 

 ４事例のヒアリング調査結果について、次の通りまとめた 

図表 87 調査結果のまとめ 

 

 

行政としての対応内容課題解消の内容・見通し生じた主な課題自治体名

• 事業者と協働による計画策定
• 町負担での施設改修、施設新設

【予定】
• 改修した養護老人ホームの建物に特養
を移転

• 新設した建物に小多機を移転
• 高齢者住宅を新規整備

• 施設の老朽化（特養・小多機）
• 高齢者住宅の不足による島外転出

①島根県
西ノ島町

• 事業者と協働による計画策定
• 他地域の事業者誘致（特養）
• 赤字補填補助（訪問介護）
• 町による複合施設の整備用地の取得
• 町助成による複合施設整備

【実施済み】
• 他地域の事業者による特養継続
• 赤字補填補助による訪問介護継続
【予定】
• 複合施設へ特養を移転
• 複合施設でのサービス再編（訪問介護
の事業譲渡）

【検討中】
• 高齢者住宅の小多機転用

• 特養（社協）の撤退
• 訪問介護（有限会社）の撤退意向表明
• 施設の老朽化（特養）
• 要介護度1.2の方への支援・住まい（有
料老人ホーム・サ高住）不足による町外
転出

②北海道
和寒町

• 村内の検討・議論【予定】
• 特養と保育施設の一体的整備

• 特養（村営）の老朽化、立地の課題
• 保育施設（村営）の園児数減、老朽化

③鹿児島県
大和村

• 町営化
• （町営化以前の）運営補助金支給
• 医療・介護の病院の一部病床を介護医
療院へ転換

• 町設町営での小多機整備

【実施済み】
• 特養・養護の町営化及び定員縮小（町
営化以前は運営補助金支給）

• 訪問介護・通所介護の町営化（町営化
以前は運営補助金支給）

• 病院の一部病床を介護医療院へ転換

【予定】
• 町設町営での小多機整備（訪問看護・診
療（町営）との一体的展開による在宅支
援サービスの向上を期待）

• 特養・養護（社福）の撤退
• 訪問介護・通所介護（社福）の利用率低
迷・経営赤字

• 病院（町営）の赤字経営

④北海道
中頓別町
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介護分野以外の関係既存資源の有効活用内容・プロセス等のポイント自治体名

• 医療
➢ 病院建替え地への施設新設（小多機
移転等の一体的な整備・集約化）

※町内の資源が中心
• 養護老人ホームを改修し、特養を
移転

• 小学校の跡地利用

• 次のプロセスを踏まえたサービス再編計画の策定及
び町負担整備の決定
➢ 介護・医療・行政による策定委員会の組成
➢ 外部有識者からの意見聴取
➢ 各事業者の財務状況の把握

➢ ダウンサイジング・再編の複数案における経営収支
のシミュレーション実施

①島根県
西ノ島町

• 障害
➢ 欠如していた障害福祉サービスの新
規実施

• 医療
➢ 訪問看護（町外・旭川市）の移転
➢ 将来的な看取りを進めていくうえでど
のように体制を関係づけていくかを今
後調整予定

※他地域の資源（事業者）を活用
• 特養の事業譲渡（職員の継続雇
用）

※複合施設は新設、用地は新たに町が取
得
※サービス提供者は、社会福祉法人ゆう
ゆう（当別町）を中心に検討（新規サービス
の実施、既存事業者からの事業譲渡）

• 他地域の事業者誘致・参入（複合施設の整備構想・
計画策定の段階からの事業者参画）

• 特養＋障害福祉サービスの一体的展開による収支
改善や運営効率化を目指す

• 次のプロセスを踏まえた複合施設整備構想・計画の
策定
➢ 他分野後段の検討会組成
➢ 様々な分野からの意見聴取

➢ ハードとソフトの一体的検討（計画策定の業務を社
福（他地域の事業者）＋建設設計会社のコンソーシ
アムに委託）

②北海道
和寒町

• 保育
➢ 保育施設の一体的移転・集約化

―
※施設・用地については、今後検討

• 副町長をトップとした総合福祉検討委員会の設置
• 首長発言による検討の加速
• 外部有識者からの意見聴取

③鹿児島県
大和村

• 医療
➢ 介護医療院整備と、それに伴う利用
者移転

➢ 訪問看護・訪問診療と連携を図った
在宅支援サービスの向上

※町内の資源が中心
• 町営化（施設存続・職員の継続雇
用）

• 医療と介護の各委員会合同での方針・計画検討
• 病院・特養の経営収支のシミュレーション実施

④北海道
中頓別町
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５．自治体ヒアリング調査（都道府県） 

 人口減少社会における介護サービス基盤の維持のために検討・実施しなければならないポイント

を抽出するにあたり、都道府県の役割や取組状況について情報収集するために都道府県にヒアリン

グ調査を行った。 

 

（１）調査概要 

① 調査対象 

自治体アンケート調査の回答を得た都道府県のうち、人口減少地域の多い都道府県の回答内容

を踏まえ、下記２県にヒアリングを実施した。 

図表 88 調査対象 

# 自治体名 ヒアリング実施日 

1 高知県 令和８年２月 18日 

2 島根県 令和８年２月 27日 

 

② 調査方法 

オンラインで調査を実施した。 

 

③ 調査項目 

調査項目は次のとおりである。 

図表 89 調査項目 

調査項目 

 介護保険サービス基盤の維持に向けて、市町村への後方支援として

の取組内容 

➢ 人に関する支援（人材確保、推進役等の人材育成など） 

➢ 物質的支援（土地・建物や設備に関する支援等） 

➢ 金銭的支援（補助金・助成金等） 

➢ 市町村の取組促進のための働きかけ（市町村同士の会議の場の

設置、市町村への施策立案にかかる直接支援等） 

 介護保険サービス維持に向けた課題・必要な取組 
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（２）調査結果 

① 高知県長寿社会課 

ア.地域の背景 

・ 県内の様子について、保険者単位では県庁所在地である高知市が最も多く約 30 万

人の人口を擁するが、２番目の南国市は５万人を切り、全体的に保険者規模は小

さいが、面積の広い中山間地域の保険者が多い。 

・ 高知県の方針として、高齢者保健福祉計画等において、できるだけ在宅で生活す

ることを基本として、在宅サービスを充実・強化していく旨を明確化している。 

・ 訪問介護については、訪問介護員の高齢化が進む中で、高知市中心地以外では移

動距離も長いことから１日に１、２軒を回るのにも多大な労力を要している。事

業者が少なくなる中、社会福祉協議会が訪問介護事業の一翼を担っている側面が

ありサービス継続を図っている地域も多いのが実情である。しかしながら、利用

者数の減少が進む中で、徐々にサービス維持の問題が顕在化しているように感じ

ている。 

イ.介護保険サービス基盤の維持に向けて、市町村への後方支援として取り組んでいるこ

と 

❶近隣の複数市町村同士の情報交換等の機会創出 

・ 市町村向けの説明会の際に、近隣や地域性が類似している複数市町村をグルーピ

ングし、介護保険の整備状況や取組状況について市町村同士で情報交換しながら

グループディスカッションを実施する機会を作っている。 

 令和７年度では、国立保健医療科学院から外部講師を呼び、保険者機能

強化推進交付金における評価指標になっている項目について、各市町村

がどのような項目が達成できているのかを取組状況の共有を行う研修会

を開催した。 

⚫ グループワークのグルーピングは近隣市町村で組成している。市町

村同士で互いを知り、今後の市町村連携などの次にステップに進め

ていけるようにすることがねらいである。 

 

❷県独自の在宅サービスに係る介護報酬の上乗せ補助の実施 

・ 県独自で、在宅サービスに係るサービスの介護報酬について上乗せ補助を実施し

ている。事業所と利用者宅までの訪問や送迎時間に応じて上乗せ率を設定してい

る。 

 当県の大部分を占める中山間地域には事業所が点在しており（面積が広

い市町村が多いことから）、事業者にとって効率的に訪問等を行うこと

が難しく、在宅サービスにおける移動距離・移動時間がかさんでしまう。

このため、費用面のサポートをしている。 
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ウ.介護保険サービス維持に向けた課題・必要な取組 

❶市町村の施策検討に資するデータの取りまとめ・提供 

・ 会議体の設置だけで地域のサービス維持が図られていくわけではないが、介護サ

ービス基盤の維持に向けては、地域の実情や今後の人口や要介護認定者の推計な

どについて事業者とも共有しながら、官民で検討を進めていく必要性を感じてい

る。 

 

❷官民連携及び複数市町村同士での検討の促進 

・ 保険者規模が小さく、複数市町村にまたがる課題も多く存在する。このため、複

数市町村の役場同士が協力して地域課題や対応策を検討する場を更に推進し、そ

の輪を事業者にも広げていくという取組も実施していきたいと考えている。 

 

❸国の制度改正の動向と地域・現場の実情の両者を踏まえた中間組織としての県の役

割の発揮 

・ 最後は介護保険料を納める住民の満足度が重要である。そのニーズを市町村が拾

い上げて対応することが重要であり、県としてはそこにサポートすることが重要

である。国の全国一律の人員基準の見直しなどの動向に併せ、県としては現場の

状況を見ながら柔軟に介護事業の経営ができるようにしていくために、仕組みを

整備・実施していくことが重要な役割だと考えている（ただし、県の人員組織体

制として、課題となる。）。 
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② 島根県高齢者福祉課 

ア.地域の背景 

・ 県内は、19市町村で 11保険者（７単独保険者と４広域保険者）の状況 

・ 県庁所在地である松江市や出雲市などとそれ以外の市町村では人口差など地域性

の違いが大きい。松江市や出雲市では高齢者人口や介護需要が伸びていく想定で

あるが、それ以外の市町村では、すでに高齢者人口がピークアウトしており、後期

高齢者人口もピークアウトしている市町村もある。 

 

イ.介護保険サービス基盤の維持に向けて、市町村への後方支援として取り組んでいるこ

と 

❶市町村における検討促進のためのデータや事例の提供 

・ 市町村の担当者と様々な機会で話をする中で、市町村と事業者によるサービス再

編などのサービス基盤維持に向けた検討が進められているかを把握するようにし

ている。 

 現状では、検討が進められている市町村は半分にも満たないという状況

である。このため、そのような市町村でも検討を開始するとともに、検討

の参考にしてもらえるよう、以下のような事例やデータ提供を積極的に

実施している。事例提供をするセミナーを開催し、該当事例のキーマン

により講演してもらうなどの取組も実施している。また、市町村によっ

ては、検討の場に県を呼ぶこともあるため、そのような機会に出向いて

市町村と情報交換している。出向く際の担当職員は、介護保険サービス

の指定業務を実施している職員や、地域包括ケア推進の担当職員など、

状況によって決めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷複数地域・分野合同における検討の機会創出 

・ 全県の市町村及び社会福祉法人を対象とした、高齢者福祉以外の他分野も含めて

参加できる事例提供形式のセミナーを開催した。 

 近隣地域の参加者をグルーピングして、今後の地域の在り方を検討する

時間も設けることで、近隣地域同士の情報交換等の場を創出した。 

 

【提供事例・データ】 

・ 県内の参考事例 

➢ 地域内の複数の社会福祉法人が合併した事例 

➢ 旧市町村単位で整備されていた２つの特養を１施設に統合した事

例 

➢ 施設を集約化し、再編の構想を策定している事例 

・ 国の 2040年に向けた検討会や社保審の議論における市町村におけるサ

ービス提供体制整備に関する情報 

・ 圏域やエリアごとの人口動態等（地域によっては推計よりも早く人口

減少が進んでいる等の懸念を含む） 

・  
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❸施設再編を促進するための県単独の上乗せ補助金の創設 

・ 令和７年度より、従来の施設整備補助に加えて、施設の統合などの再編整備を伴

うものについては、県単独での上乗せ補助を実施する制度を創設した。市町村合

併前の旧市町村単位で特養が整備されているなど、特養などの施設の密度が高い

地域があり、施設統合などの再編を促す狙いがある。 

 令和７年度は活用が図られなかったものの、令和８年度は活用が図られ

る見込みである。 

 

ウ.介護保険サービス維持に向けた課題・必要な取組 

❶市町村による積極的な検討 

・ 松江市などを除き、人口減少や介護需要の減少などの課題は共通しているものの、

市町村によって地域課題に対する検討状況や意識差が大きいと感じている。要因

としては以下２点が考えられる。 

 介護保険サービスが民間主導で実施されるようになってきている中、各

経営主体への経営そのものへのコミットが難しいほか、検討をリードす

る音頭が取りにくい。 

 市町村による状況の把握や認識が不足している。 

・ 介護保険サービス維持への対応については、有力な事業者や社協等の関連団体が

地域のサービス基盤維持に向けた検討をリードしているケースもあり、必ずしも

市町村主導であるべきというわけではない。しかし、事業者や団体にそのような

動きがない市町村においては、市町村が事業者の動きを傍観していても課題は深

刻化するだけであるため、市町村自らが検討を進めるということも必要だと考え

る。 

 

❷必要に応じた広域的な検討 

・ 課題によっては広域的に検討・取り組むべきものもあると思われるが、現状では

広域連合が保険者になっている地域においても市町村ごとの検討がなされている

状況にある。 

 

❸県という立場での介入 

・ 市町村によっては、社会福祉法人が地元の有力者であり、行政として口を出しに

くいという状況も生まれている。そのような状況では、経営再編を促すなどは困

難な状況にあるため、一歩遠い存在である県が両者に検討を促していくなどの働

きをすることで、検討が進むという一定の役割もあるものと考えている。 
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６．修繕計画様式案の作成 

 本節では、修繕計画様式案の作成目的及び作成に当たっての経過を記載する。 

 

（１）作成目的及び作成経過 

① 作成目的 

ゴールドプラン（平成元（1989）年策定）により整備を進めてきた高齢者施設については、

築 30 年以上を経過し老朽化が進展している。 

令和元（2019）年度に実施された「特別養護老人ホームのサービス提供実態に関する調査

研究」1によると、特別養護老人ホームの施設の約２割が平成 24（2012）年から平成 26（2014）

年に開設され、大規模修繕が行われる目安となる 15 年が近い施設が多くあることが想定され

る一方で、令和６（2024）年度に実施された調査2では、回答した法人のうち中長期の修繕計

画を作成している法人は４割強にとどまっていた。修繕計画の作成は、業務継続計画（BCP）

の実行性を高めるためにも極めて重要であり、高齢者施設等を運営する法人が、計画的に修

繕等の準備をしていくことが重要であるが、修繕に関する問題意識が必ずしも十分に共有さ

れていない現状となっていた。 

そのため、施設整備に関する国庫補助を申請する書類に修繕を考えるきっかけを作ること

で、修繕計画の作成を促すことを目的に様式を作成する。修繕計画作成のきっかけとなるよ

うに、本様式はできるだけシンプルな様式とした。 

本事業における修繕計画については、厚生労働省「『社会福祉施設等に係るインフラ長寿命

化計画』手引き」や国土交通省「長期修繕計画標準様式、長期修繕計画作成ガイドライン」な

どを参考にして書式を作成した。 

 

② 作成経緯 

修繕計画様式案の作成に当たっては、委員会での議論に加え、関係団体（全国社会福祉協議

会・全国社会福祉法人経営者協議会、公益社団法人全国老人福祉施設協議会、公益社団法人全

国老人保健施設協会）へのヒアリングを実施した。関係団体へのヒアリング結果は図表 90 の

とおりである。 

関係団体のヒアリング結果を踏まえ、修繕計画様式への費用の記載は必須とせず、修繕時

期のみを記載する形式とした。また、本様式を用いて具体的な修繕の計画が立案できるよう、

修繕費用や修繕積立金等の金額を記載できる様式も作成している。 

本様式はエクセルデータ形式で配布し、各事業所の状況に合わせて変更・細分化できるよ

うにしている。また、エクセルデータ形式で配布する際、本事業報告書で記載した修繕計画作

成の必要性や記載項目・方法、記載上の留意点等を記載した説明資料を用意し、事業所自身で

記載できるようにする。 

 
1 PwC コンサルティング合同会社「令和元年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）「特別養護老人ホームのサー

ビス提供実態に関する調査研究」」 
2 一般財団法人日本総合研究所「令和６年度老人保健事業推進費等補助金（老人保健健康増進等事業分）「人口減少社会を見据えた高齢

者施設等の整備に関する調査研究事業」 
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図表 90 修繕計画様式案に関する関係団体へのヒアリング結果  

団体名 意見 

全国老人福祉施設協議会 

・ 全施設に作らせるものではなく、補助金申請の際に必要になるものと認識してい
るが、施設にとって作成するインセンティブが働かないのではないか。 

・ 専門性が高いと事務職員では作れない。専門家に依頼すると費用が発生する。 

・ 点検周期や修繕周期の記載を事業所職員に求めるのは難しいのではないか。 

・ 自治体が記載内容を見て、補助金の査定に用いる（積立金等があるので補助金を
減額する等）ことを危惧している。 

全国社会福祉協議会・ 

全国社会福祉法人経営者協議会 

・ 法人・施設として修繕計画や財務計画の策定を促進することは重要。一方、作成
に係るノウハウの有無、コスト（建築業者等の協力が必要）や事務負担等を勘案
する必要もある。 

・ 施設整備の国庫補助を申請する際の必要書類とすることは、慎重な検討が必要。
施設整備等の前提として計画等が必要であり、国庫補助の申請の有無にかかわら
ず、計画等の検討を促す自治体等とのコミュニケーションなどの取組が重要では
ないか。 

・ 法人・施設において、記載困難な内容が多い。点検周期や修繕周期、耐用年数は
把握できていないことが多く、専門業者の利用が必要。 

・ 作成を求めるのであれば、計画の意義等に関する丁寧な説明や理解促進が必要。
正確に記入しようとすれば、実際には、設計事務所や建設会社等に依頼する、も
しくは意見を交えながら策定することになる。詳細なデータ記入のために算出依
頼をすると、高額な費用がかかる可能性もあり、調査のためにそこまで実施する
のは困難ではないか。 

・ 修繕費用や積立金の状況に加え、対象施設に係る減価償却費、国庫補助金等特別
積立金取崩額、その累計額も併記すると、施設建替え（事業継続）を前提とする
場合の指針となると思われる。 

・ 建築費高騰で先が見通せない中、今後の費用の算出は難しいのではないか。 

・ 費用の関係で、部分ごとに修繕を実施するケースもあり、その場合の記入方法も
戸惑う。 

・ 法人・施設において、記載困難な内容が多い。 

全国老人保健施設協会 

・ 施設の事務職員がこの修繕計画を書くのは難しい。親元の法人に確認しないと各
施設では書けないと思う。施設の事務職員が記載する場合、会計の専門的な知識
を有していない職員も多いため、転記ミス等により正確なデータにならないケー
スもあるのではないか。 

・ 大法人の場合、施設（現場）が早々に改修等を実施したいと思っても、法人との
間で考え方に違いがあり中々改修等が実施できない状況が多々ある。費用面や将
来的な修繕予定等は法人が把握しているため施設ではわからない可能性もあり、
記載に当たって法人への確認が必要。 

・ 修繕計画を考えるのは重要だが、メリットが小さく作成の手間の方が大きいので
はないか。 

・ 費用を書くことで補助金額が考慮されるのであれば書く意味があると思うが、そ
うでないのであれば、補助金を得るために費用まで記載する必要があるのか疑
問。 
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（２）修繕計画様式案の記載項目等 

本節では、修繕計画様式案の記載項目等について説明する。 

 

① 修繕計画様式案に記載する項目 

修繕計画様式案に記載する項目は、区分、修繕工事項目、建築年月日、直近修繕日、工事区

分、点検周期、修繕周期、修繕時期の項目とし、必要最低限の項目とした。それぞれの記載項

目の詳細は以下のとおり。 

 

図表 91 修繕計画様式案の記載項目及び記載内容 

記載項目 記載内容 

区分 ・建物本体又は設備 

修繕工事項目 ・「建物本体」として以下の５項目を記載 

①構造躯体、②外壁、③屋根・屋上、④開口部、⑤内装 

・設備として以下の８項目を記載 

①給排水設備、②空調・換気設備、③電気設備、④消防設備、⑤

昇降機設備、⑥厨房設備、⑦通信設備、⑧機械式駐車場 

・現在記載の項目から事業所に応じて変更・細分化を行うことは可

能 

建築年月日 ・「修繕工事項目」の各項目について、建設、導入された年月日を

記載 

直近修繕日 ・直近で修繕が完了した年月日を記載し、修繕したことがない場合

は「－」と記載 

工事区分 ・補修・経常修繕等の軽微な修繕と大規模修繕（除去や取替等を含

む）に分けて記載 

点検周期 ・最低限、建築基準法、消防法、フロン排出抑制法など、法定で定

められた期間中に点検を実施する点検周期を記載 

修繕周期 ・固定資産等の耐用年数を踏まえ、修繕期間を検討し記載 

・「記入例」に記載している修繕周期はあくまで目安であり、建物

の構造や施設の設備ごとに周期が異なるため、施設の設備を確認

の上、記載いただきたい 

修繕時期 ・「建築年月日」を記載すると建築年からの年数が自動的に記載さ

れるよう設定している（例：建築年月日を 2000 年 10 月 1 日と

記載した場合、修繕時期について、2000～2004（0～4）、2005～

2009（5～9）と記載 

・記載に当たっては、「補修・経常修繕」の場合は「○」を、「大規

模修繕、取替等」の場合は「●」を記載 

・修繕周期を記載すると自動的に該当時期が黄色く塗られるため、

該当時期を目安に修繕周期を記載されたい  
（参考様式案の

み） 

修繕費用 

・期間中の修繕工事費又は推定修繕工事費を記載 

・修繕費用を記載すると、収支計画表のグラフを自動作成できるよ

うに設定している 
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② 修繕計画様式案の記載に当たっての留意点 

修繕計画様式案の記載に当たっての留意点は以下のとおり。 

 

図表 92 修繕計画様式案の記入上の留意点 

記載項目 記入上の留意点 

目標使用年数 ・減価償却資産の耐用年数等の省令に定められた耐用年数を参考に

検討する 

・適切な補修、修繕が行われた場合、建物の耐用年数は、省令年数

より長くなることが多い。例えば、鉄筋コンクリート造の公営住

宅の場合、公営住宅法における耐用年数は 70 年とされている 

・具体的な個々の建物の耐用年数については、専門家に依頼し調査

を行うことが求められる 

修繕費用資金計画 ・修繕計画を踏まえ、修繕に必要となる費用を算出する 

・修繕を行うための積立等を踏まえて、修繕費用をねん出するため

の計画を策定する 

・各法人または各事業所の事業収支計画を立案する資料として活用

する 

・大規模修繕の場合には、必要により借入等の資金を確保する手段

も検討する 

修繕計画の改定 ・一般的に５年程度の周期で必要により計画の見直しが行われるこ

とが多い 

・建物等の劣化の状況等を踏まえて改善する 

 

③ 修繕計画様式の利用方法 

本様式は施設ごと（建物ごと）に作成することを想定している。 

① 既に修繕計画を立案している施設 

本様式を用いて修繕計画の進捗状況について確認する。これまで実施してきた修繕内容

を記載するとともに、今後の修繕計画について記入を行う。修繕に係る費用などを踏まえ

て今後の事業計画立案の資料とする。また、定期的に本様式を更新、確認することで修繕計

画を定期的に見直すきっかけとすることができる。 

② 修繕計画を未作成の施設 

本様式を記入し修繕の履歴及び今後の見通しを確認する。 
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（３）修繕計画様式（記入例つき） 

 

 

 

 

 

修繕時期

2000～
2004

2005～
2009

2010～
2014

2015～
2019

2020～
2024

2025～
2029

2030～
2034

2035～
2039

2040～
2044

2045～
2049

2050～
2054

2055～
2059

2060～
2064

2065～
2069

0～4 5～9 10～14 15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69

2020/10/1 補修・経常修繕 10 ○ ○ ○ ○ ○

2025/10/1 大規模修繕 15 ● ● ● ●

2015/10/1 補修・経常修繕 15 ○ ○ ○ ○

2020/10/1 除去・塗装等 25 ● ●

2010/10/1 補修・経常修繕 15 ○ ○ ○

2020/1/1 撤去・新設等 25 ● ●

2024/10/1 補修・経常修繕 15 ○ ○ ○ ○

2015/1/1 大規模修繕・取替 35 ●

2025/10/1 補修・経常修繕 15 ○ ○ ○ ○

― 大規模修繕・取替 35 ●

2020/10/1 補修・経常修繕 15 ○ ○

2015/10/1 取替 30 ● ●

2020/10/1 補修・経常修繕 10 ○ ○ ○ ○

2015/1/1 取替 15 ● ● ● ●

2024/10/1 補修・経常修繕 10 ○ ○ ○ ○

2025/1/1 取替 30 ● ●

2015/10/1 補修・経常修繕 15 ○ ○ ○ ○

2024/10/1 取替 25 ● ●

2010/10/1 補修・経常修繕 15 ○ ○

― 取替 30 ● ●

2024/10/1 補修・経常修繕 15 ○ ○

2015/10/1 大規模修繕 30 ● ●

2024/10/1 補修・経常修繕 15 ○ ○

2025/1/1 取替 30 ● ●

2020/10/1 補修・経常修繕 5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2015/1/1 取替 20 ● ● ●

(※)「記入例」に記載している修繕周期はあくまで目安であり、建物の構造や施設の設備ごとに周期が異なるため、施設の設備を確認の上、ご記載ください

　⑧機械式駐車場 2000/10/1 1

　⑥厨房設備 2000/10/1 1

　⑦通信設備 2000/10/1 1

設備

　①給排水設備 2000/10/1 1

　②空調・換気設備 2000/10/1 1

　③電気設備 2000/10/1 1

　④消防設備 2000/10/1 0.5

　⑤昇降機設備 2000/10/1 1

建物本体

　①構造躯体 2000/10/1 3

　②外壁 2000/10/1 10

　③屋根・屋上 2000/10/1 3

　④開口部 2000/10/1 3

　⑤内装 2000/10/1 3

○：補修・経常修繕、●：大規模修繕、取替等

区分
修繕工事
項目

建築
年月日

直近
修繕日

工事
区分

点検周期
（年）

修繕周期
（年）
(※)目安
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７．考察 

 各調査結果および検討委員会での議論を踏まえ、特に高齢者人口のピークをすでに迎えており、

2040 年までに介護需要が減少する人口減少地域を対象とした上で、地方自治体が人口減少社会にお

ける介護サービス基盤の維持のために検討・実施しなければならないポイントについて、次の通り

考察した。 

図表 93 考察の全体像 

  

 

  

Ⅲ必要なサービス再編に向けた
具体化・実施及び検証

（実施・検証）

Ⅱ官民連携での協働検討
（課題の共有・課題解決に向けた検討）

Ⅰ現状及び地域課題の見える化
（課題把握・自治体内検討）

1

【特に市町村が実施すべき事項】

①介護保険分野の状況把握・推計等
❶サービス供給過不足の把握（地域外の
利用状況の把握を含む）

❷施設の稼働状況や待機者数の把握
❸大規模修繕や建替えが必要な施設の
把握

❹事業者の経営状況や今後の事業運営
等の把握

❺サービス需給に関する将来推計

②介護保険分野以外の他分野の課題や
状況の把握

• 医療に関する把握

• 障害福祉・児童福祉などの他福祉分野
に関する把握

③地域課題の整理

• 将来的なサービス基盤維持が可能かど
うかの検討

• 解決すべき課題の優先順位付けの実施

【特に市町村が実施すべき事項】

①把握した状況や課題を事業者等へ共有
• 地域の状況・課題として共有

②課題解決に向けた市町村と事業者等に
よる協働での検討

• 検討する協議の場の設置
※状況や目的に応じて様々なステークホ
ルダーを構成員が考えられる中での
会議体のデザイン

• 市町村主導の検討

• 以下３つのレベル・段階での議論の積み
重ね
①現場・実務レベル
②事業運営レベル
③政策・制度レベル

【特に市町村が実施すべき事項】

①サービス再編に向けた具体化・実施
＜検討事項＞
❶地域実情を踏まえたサービス転換や
定員削減

❷施設の集約化や既存施設の活用等
❸介護保険分野以外のサービスとの一体
的再編

❹事業者間連携
❺他地域の資源活用
❻必要に応じた公費投入

②検証及びさらなる課題解決に向けた取組

• 残存する課題や再編の効果や生じたデ
メリットの検証

• さらなる課題解決に向けた官民連携での
検討・実施

【特に都道府県が実施すべき事項】

①都道府県における状況把握・市町村との
情報共有

• 市町村と同様の状況把握・推計等
• 市町村との情報共有

②市町村における検討の促進及び後方支
援

• 検討促進を図るための事例等の積極的
な提供

• 複数市町村での検討の場の提供

③市町村と連携した課題整理
• 特にマンパワー不足などの状況にある
人口減少地域の市町村への都道府県に
よる介入・協働検討

• 特に医療分野と介護分野の一体的な課
題整理等における都道府県による率先
した市町村との連携

【特に都道府県が実施すべき事項】

①市町村への情報提供等の伴走支援
• 事例や複数市町村の場つなぎ
• 伴走的な市町村の施策構築
• 経営相談窓口の周知等

②市町村と連携した広域的な協働検討

• 医療圏ごと等の広域検討の調整、検討
の場の設置

【特に都道府県が実施すべき事項】

①サービス再編のインセンティブの付与

• 県独自の補助制度創設等によるサービ
ス再編の促進

②市町村と連携した広域的なサービス再編
の実施
• 広域的なサービス再編の調整等
• 都道府県による市町村―事業者間の介
入・調整

• 離島等相当サービスなどの基準緩和の
勉強会開催や検討

連携 連携 連携
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（１）現状及び地域課題の見える化（課題把握・自治体内検討） 

【特に市町村が実施すべき事項】 

① 介護保険分野の状況把握・推計等 

今後の介護サービス基盤維持に向けて、まずは現状の把握や需給に関する将来推計を実施

し、見える化することが重要である。市町村ヒアリング調査、都道府県ヒアリング調査の事例

等を踏まえると、把握や推計を行うべき事項としては以下５点が挙げられる。 

 ❶サービス供給過不足 

❷施設の稼働状況や待機者数の把握 

❸大規模修繕や建替えが必要な施設の把握 

❹事業者の経営状況や今後の事業運営等の把握 

❺サービス需給に関する将来推計 

 

❶サービス供給過不足の状況把握 

市町村アンケート調査では、約８～９割の市町村で訪問系・通所系・多機能型の各

サービス及び介護保険施設の把握がなされていた（P10）。一方、有料老人ホームに

ついては約３割の市町村、サービス付き高齢者向け住宅については約４割の市町村

が把握していないという状況であった（P10）。住宅型有料老人ホーム、サービス付

き高齢者向け住宅は要介護高齢者の住まいとしても利用されている実態があること

から、検討委員会では、入居系の介護施設の供給過不足の状況把握においては、これ

らの住まいを含めた一体的な把握が望ましいという意見があった。 

また、市町村ヒアリング調査において、複数の市町村から以下のように地域内の

サービスが不足しているため地域外に転出している住民がいるとのコメントがあっ

た。サービスの供給については、地域外への転出及び転入を含めて検討する必要が

ある。特に離島中山間地域では、地域外の居住者への介護保険の支払いについての

負担が大きいと考えられ、市町村ヒアリング調査では、町外の介護保険施設の入所

者数について要介護度別に把握している様子も見られた（P43）。  

 高齢者住宅が不足しており、島外転出せざるを得ない高齢者が少なからずい

るという長年の課題がある（P40） 

 要介護度１．２の方への住まい（有料老人ホームやサービス付き高齢者向け

住宅）が不足しており、特別養護老人ホーム入所前に他地域に転出してしま

うという課題がある（P43） 

 

❷施設の稼働状況や待機者数の把握 

サービス供給過不足を算出するためには、定員充足率などの稼働状況や待機者数

の把握が必要となる。介護保険施設の待機者数については、都道府県では把握され

ていたものの市町村アンケート調査では、各施設類型の待機実人数の把握が十分で
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ない状況にあった3（P16）。各種の事業所の情報については、自治体間での連携や一

元化を図り、情報把握及び情報共有を進めていくことが求められる。 

また、市町村ヒアリング調査では、これらの情報を行政と施設事業者などの関係

者間で情報共有し、今後の施設の定員数や整備について関係各所で検討することで、

施設側の意向だけでなく様々な情報を考え見て施策を検討できるとの声が挙げられ

た（P43）。 

また、市町村ヒアリング調査では、これらの情報を行政と施設事業者などの関係

者間で情報共有し、今後の施設の定員数や整備について関係各所で検討することで、

施設側の意向だけでなく様々な情報を考えて施策を検討できるとの声が挙げられた

（P43）。 

 

❸大規模修繕や建替えが必要な施設の把握 

市町村ヒアリング調査では、４事例中３事例が特別養護老人ホーム等の施設の老

朽化を課題にあげた上で、サービス再編の検討・実施を行っていた（P40,43,50）。 

また、市町村アンケート調査では、既存施設・事業所の老朽化について約半数の市

町村が課題であるとしつつも（P20）、大規模修繕や建替えの必要な施設の把握が十

分でない状況が伺え4（P17）、情報把握を進めていくことが必要であると考えられる。 

 

❹事業者の経営状況や今後の事業運営等の把握 

市町村ヒアリング調査では、官民連携による地域の介護サービス基盤維持に向け

た検討を実施する上で、今後の介護需要減少が想定される局面において、各事業者

が規模の縮小や事業編成、あるいは事業所間の組織再編についてどのように考えて

いるかという事業者の方針を把握しておくことが必要であるとの意見が挙げられた

（P40）。 

しかしながら、市町村アンケート調査においては、以下の通り項目によって把握

状況に差があることが明らかになった。 

⚫ 事業所・施設の経営状況や運営状況 

➢ 約７割の市町村で十分に把握できていない（P26）。 

⚫ 事業運営に関する運営継続意向や定員増減意向 

➢ 約５割の市町村で把握できていない（P19）。 

⚫ 必要不可欠な5介護保険サービスを提供している事業者の撤退意向 

➢ 約３割の市町村で把握できていない（P23）。 

※特に本情報についてはその影響を鑑みて適切に把握されることが望まれる 

 

 

3 待機実人数の把握ができている市町村は、特別養護老人ホーム：約６割、介護老人保健施設：約２割、認知症対応型共同生活介護：

約５割 であった。 
4 大規模修繕や建替えの必要な施設の把握をしている市町村は、特別養護老人ホーム：約３割、介護老人保健施設：約１割、認知症対

応型共同生活介護：約２割 であった。 

5 アンケート調査では、撤退した場合多大な影響が出る介護保険サービスを必要不可欠なものとして調査した。 
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❺サービス需給に関する将来推計 

将来の需給予測については、事業者等が今後の事業運営を検討する際に重要な情

報であると考えられる。 

推計項目別にみると、市町村アンケートでは、約９割の市町村が今後 10～15 年後

の要支援・要介護認定者数の見込みを推計していた（P8）ものの、今後 10～15 年後

のサービスの供給過不足の見込みについては、多くの市町村で「わからない（推計し

ていない）」とされた現状が見られた6（P13）。 

供給過不足の見込みを推計していない理由としては、「推計を行うためのデータが

ない」が約５割と最も多く、次いで「推計方法がわからない」が約４割であった（P15）。 

一方で、人口減少地域に該当する市町村では、その他都市部等に該当する市町村

に比べて供給過不足の見込みを立てられている現状が伺えた（P14）。 

介護保険関連の事業項目は多岐にわたり、また、上述の住宅型有料老人ホームを

はじめ事業者ごとにサービスの使い方が異なる種別もある。小規模な自治体では介

護保険事業全体の状況を把握しやすく供給見込みを立てやすいが、一定規模の市町

村になると需給見込みを計画することが難しくなっていると考える。 

 

② 介護保険分野以外の他分野の課題や状況の把握 

市町村ヒアリング調査から、介護サービスの再編に際しては、以下のような介護保険サー

ビス以外の事業との連携や一体的な再編が行われていた。 

 特別養護老人ホームと保育施設を集約して一体的に整備（P47） 

 特別養護老人ホーム等を、病院の一部病床の介護医療院への転換と併せて再編（P50） 

 特別養護老人ホームの定員削減と併せて障害福祉サービスの新規実施により余剰人

員活用や収益改善を図る（P43） 

また、継続的な看取り体制の確保、医療ニーズの高い利用者への対応等、医療分野との連携

が必要とされる事柄が多く見られた（P43,50）。このように介護保険サービスの再編に際して

は、関連分野との連携が必要となるが、市町村アンケート調査において、今後の介護保険サー

ビス基盤維持に向けて必要だと考える取組について、「介護保険サービス事業者における他分

野との連携・協働化」と回答した市町村は約２割弱であった（P27）。 

 

③ 地域課題の整理 

前述①や②の状況把握や将来推計を実施後は、重点課題の整理が必要である。 

市町村アンケートでは、約３割の市町村が多様化する地域ニーズへの対応を課題意識とし

て回答しており（P20）、当該対応に課題を抱える市町村の存在が伺える。ヒアリング調査で

も、施設の老朽化やサービスの不足、事業者の経営悪化など、様々ある課題を市町村が整理し

た上で、サービス再編の検討・実施をしている事例が見られた。 

さらに、都道府県ヒアリング調査では、事業者や団体に地域のサービスを主導する動きが

 

6 訪問系・通所系・多機能型の各サービス及び介護保険施設：約３～４割、有料老人ホーム：約５割、サービス付き高齢者向け住宅：

約６割 の市町村で、今後 10～15 年後のサービスの供給過不足の見込みについて、「わからない（推計していない）」との回答があっ

た。 
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ない場合、市町村自らが課題の抽出、対応策の検討にかかる推進役として検討を進めること

が重要との意見が挙げられた（P58）。 

 

【特に都道府県が実施すべき事項】 

① 都道府県における状況把握・市町村との情報共有 

介護保険の保険者は市区町村等となるが、広域型施設の整備は都道府県により行われてい

る。検討委員会では、都道府県においても、都道府県の全域及びエリア別の状況について、市

町村と同様にサービスの供給過不足の状況やサービス需給に関する将来推計が実施される必

要があるとの意見が挙げられた。 

また、都道府県と市町村では、指導監査権限や事業者とのやりとりの頻度等、その立場の違

いによって日ごろから得られる情報に相違が生じる現状がある。このため、都道府県と市町

村の双方で、それぞれが得た情報を共有し、課題や対応策を協業して検討することが重要で

あるとの意見も挙げられた。都道府県アンケート調査と市町村アンケート調査の結果を比較

すると、例えば特別養護老人ホームの待機者数や大規模修繕等が必要な施設数については、

市町村より都道府県での把握が進んでいる一方（P16,17）、介護保険サービスの供給過不足の

状況などは都道府県よりも市町村で把握が進んでいるという状況にある（P10）など、都道府

県と市町村それぞれの把握状況には違いが見られた。 

 

② 市町村における検討の促進及び後方支援 

都道府県ヒアリング調査では、主に情報提供、協議の場の設置などの観点から都道府県が

市町村を後方支援している現状が見られた。 

 検討促進のためのデータや事例の提供を県として実施（P58） 

 近隣の複数市町村職員同士の情報交換等の機会創出を図る（P56,58） 

前述した現状把握や地域課題の整理を市町村が実施していくことを促進する上で、都道府

県がそのきっかけや他地域の参考事例等の参考情報等を提供することが重要であると考えら

れる。 

また、このような課題把握や整理のうえで、各都道府県における地域実情を踏まえた方針

を策定し、当該方針遂行のため、市町村へ伴走的に支援していくことも都道府県における重

要な役割であると考えられる。 

さらに、医療分野との連携等をはじめとする単独の市町村での検討が難しい課題を複数市

町村で検討していく際の場のつなぎ、場の提供も都道府県に求められていると考えられる。 

 

③ 市町村と連携した課題整理 

検討委員会では、前述の後方支援だけでなく、都道府県が率先して市町村と連携を図りな

がら課題整理等を実施していくことが重要であるとの意見が挙げられた。 

一方、市町村アンケート調査では、供給過不足見込みを推計していない理由としてマンパ

ワー不足を挙げている割合が、都市部と比べ人口減少地域の市町村でより多い状況が見られ

る（P15）。マンパワー不足などを要因として状況把握や課題整理が困難な人口減少地域の市

町村へは、都道府県が積極的に介入しながら協働して課題整理等を行っていくことが重要で
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あるとの意見が検討委員会で挙げられた。 

また、都道府県が率先して市町村と連携すべき理由として、特に医療と介護の連携という

点で重要であるとの意見も検討委員会で挙げられた。市町村が介護保険サービス基盤維持に

向けた検討やサービス再編実施を検討する際、医療分野と介護分野の一体的な課題整理が必

要になってくるが、医療に関しては医療圏単位で検討が必要な事柄が多く、都道府県が率先

して市町村との連携を図る必要があると考えられる。 

 

（２）官民連携での協働検討（課題の共有・課題解決に向けた検討） 

【特に市町村が実施すべき事項】 

① 把握した状況や課題の事業者等への共有 

市町村アンケート調査では、約４割の市町村が、今後の介護保険サービス基盤維持に向け

て官民連携による課題や方策の共有・検討等が必要であると回答していた。特に、都市部（３

割弱が必要と回答）と比べ人口減少地域（５割弱が必要と回答）で当該取組が必要と認識され

ている傾向が強い（P27）ことも明らかになった。 

官民連携による課題等の検討を進める上では、前述（１）で把握・見える化した地域の状況

や課題等を事業者等へ共有し、ともに課題・対応を検討していくことが重要であると考えら

れる。都道府県ヒアリング調査においても、日常生圏域単位でのサービス供給過不足、サービ

ス需給等の需要と供給にかかるデータを事業者に開示の上、当該データを基にした官民での

課題の整理・対応策の検討を進めていく必要性を感じるという意見が挙げられた（P56）。 

 

② 課題解決に向けた市町村と事業者等による協働での検討 

市町村ヒアリング調査では、課題解決に向けた委員会等の協議・検討の場を設置し、課題解

決に向けた対応方策を検討している様々な取組が見られた。協議・検討の場の設置について

は、以下の通り、状況や目的に応じて様々なステークホルダーが構成員となる会議体が設置

されていた。 

 地域の医療・福祉分野の各プレイヤーが既存の地域ケア会議にて各論的に課題を継続

的に議論しつつ、当該会議体で議論された課題等を抽出し、副村を委員長としたより

役職の高い構成員により議論することでその検討を加速させるべく新たな会議体を

立ち上げるなど、市町村における課題整理のスキームを明確化（P47） 

 基本方針策定に向けて既存の福祉関係の審議会と医療関係の審議会の合同委員会に

て分野を横断して検討を進めた（P50） 

 計画策定に向けて医療分野等の福祉分野以外の分野の委員も含めて既存の会議体と

は別の検討会を組成し、分野横断的な課題の検討を目指した（P40,43） 

しかしながら、市町村アンケート調査では、約５割の市町村が、個別や全体の場で介護サー

ビス基盤維持に向けた検討にあたっての事業者との協議を実施・検討していない現状も明ら

かになった（P21）。当該協議を実施している市町村においては、ほぼすべての市町村で入所

者数減少に伴う既存建物・設備の整備や活用方針について検討できている（P22）ことから、

協議の場の設置、協議の開始など検討開始時点の初動に課題を持つ市町村が多いことが推察

される。 
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また、市町村ヒアリング調査では、市町村が事業者の経営、財務の状況を把握し、市町村内

のサービス再編について事業者と協業して検討している事例が見られた（P40,43,50）。当該

事例でも取組の主導は市町村が担っており、官民連携による市町村の役割として、伴走的に

関与を持ちつつも、ある一定程度の主導を担うことが求められていると考えられる。 

また、検討委員会では、協議内容における課題や対策については、①現場・実務レベル、②

事業運営レベル、③政策・制度レベル、の３つのレベル・段階に整理し、それらの各レベルに

おける議論を積み重ねて集約化させていくことが重要であるとの意見が挙げられた。 

 

【特に都道府県が実施すべき事項】 

① 市町村への情報提供等の伴走支援 

都道府県ヒアリング調査では、事例の提供、複数市町村の場つなぎ、協議方法等にかかる伴

走的支援を行いながら都道府県が市町村の後方支援をしている現状が見られた。 

 地域内の法人合併や施設統合を図っている事例などの事例提供を市町村の検討の場に

出向いて提供（P58） 

 市町村職員や事業者が参加するセミナー開催時に、近隣地域の参加者をグルーピング

して今後の地域の在り方を検討する時間を設けるなどの情報交換の場の創出（P56,58） 

市町村アンケート調査では、官民連携での市町村と事業者による協議にかかる課題につい

て、約６割の市町村が、どの程度関与してよいかわからないと回答している（P26）ことから

も、都道府県等には、協議の場の効果的な進め方や市町村職員含む各ステークホルダーのあ

るべき役割等にかかるさらなる情報提供、また伴走的な市町村の施策構築への支援が求めら

れていると考えられる。 

また、市町村アンケート調査では、経営困難な事業者に関与7している市町村は約１割にと

どまる現状が見られた（P24）。検討委員会では、民間の介護保険サービス事業者への行政に

よる介入はハードルが高いとされつつも、まずは介護生産性向上総合相談センター等の都道

府県が整備している窓口において、経営相談ができる体制を整えるとともに、その運用につ

いて都道府県等が周知を図り、事業者へ相談を促していくことが重要ではないかという意見

が挙げられた。 

 

② 市町村と連携した広域的な協働検討 

都道府県へのヒアリング調査では、広域的な課題検討の必要性について意見が挙げられた

（P56,58）。また、「（１）現状及び地域課題の見える化（課題把握・自治体内検討）」でも述

べた医療との連携における都道府県の役割の重要性については、官民連携の協働検討におい

ても同様であると考えられる。検討委員会では、近隣市町村のサービス供給により管内のサ

ービス需要を満たしている地域が一定数あることや、管内にある公立病院の再編に伴う近隣

市町村との調整において都道府県の役割が重要であることなどから、例えば医療圏ごとのサ

ービス供給について市町村を束ねた場の設置を行い、都道府県が調整しながら課題共有や対

応策の検討を促していく等の方策が考えられるとの意見が挙げられた。 

 

7 経営改善のためのコンサルティング費用の補助、自治体からの人材派遣、法人間マッチング、直営化の検討等を指す 
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（３）必要なサービス再編に向けた具体化・実施及び検証（実施・検証） 

【特に市町村が実施すべき事項】 

① サービス再編に向けた具体化・実施 

これまで述べてきた状況の把握・官民連携による協働検討の結果、既存のサービス形態や

施設形態のままでの介護サービス基盤維持が難しいという場合には、サービス再編の具体的

検討が必要である。 

具体的なサービス再編については、地域実情に応じて様々方策があることが想定される。

今回の市町村ヒアリング調査の４事例をもとに、サービス再編の具体化・実施にあたって検

討すべき事項について、以下のように整理した。なお、ヒアリング調査の４事例は、離島等や

過疎地域といった特性を有する事例である点には留意が必要である。 

 

❶地域実情を踏まえたサービス転換や定員削減 

サービス転換や定員削減にあたっては、各地域課題に応じた検討・実施が必要で

ある。市町村ヒアリング調査では、以下のような取組が見られた。 

 将来需要を見据えて施設系サービスから多機能型サービスへシフトしてい

き、それに併せて段階的に入所者に移転や定員削減を計画（P40） 

 高齢者の住まい不足から高齢者住宅や小規模多機能型居宅介護の整備を図

ることを計画（P43） 

 稼働率の低下を受けて特別養護老人ホームの定員減を実施・計画

（P40,43,47,50） 

 

❷施設の集約化や既存施設の活用等 

既存の資源を活用することで、効率的・効果的にサービス提供を図ることができ

る場合がある。市町村ヒアリング調査では、老朽化した施設の集約化を検討する際、

小学校跡地への整備や養護老人ホームを改修した建物に特別養護老人ホームを移転

させるといった既存施設の活用事例（P40）が見られた。 

また、検討委員会では、地域の状況によって在宅サービスの供給が限界を迎えた

場合は、在宅の雰囲気を活かしながらある程度の集住を促していくなどの必要もあ

るとの意見が挙げられた。こういった場合には、まちづくりの視点での検討も必要

であると考えられる。市町村ヒアリング調査でも、「食」や「農業」といった福祉以

外のテーマも掲げ、福祉以外の関係者もまきこみながらまちづくりの視点で検討が

進められている取組も見られた（P43）。 

 

❸介護保険分野以外のサービスとの一体的再編 

（１）②介護保険分野以外の他分野の課題や状況の把握でも述べた通り、介護保

険分野以外の状況や課題を把握した上で、一体的に課題解決を図ることができない

かを検討することが重要であると考えられる。 
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❹事業者間連携 

サービス撤退に伴うサービス維持のために行われる事業者間での事業譲渡、課題

解決に向けたサービス転換にかかる事業者間での人員配置などの整理においては、

事業者間の調整やつなぎ役を市町村が担うことも重要である。 

市町村ヒアリング調査では、複数の事業者が施設系サービスから多機能型サービ

スにシフトする際、事業者間での人員整理・再配置を必要とする事例（P40）や、市

町村による調整のもと、特別養護老人ホーム経営を撤退した事業者から他事業者が

譲渡を受けて引き続きサービス提供がなされている事例（P43）などが見られた。 

また、市町村アンケート調査では、地域のサービス基盤維持において事業者間の

連携・協働化が必要であるとの認識を持つ市町村は約４割見られた（P27）。日ごろ

からの地域内の事業者間での連携があることで、前述のサービス再編等の事象が起

こった際にも連携がスムーズに運ぶことが想定され、市町村には事業者間での更な

る連携の推進が求められていると考えられる。 

また、検討委員会では、合併や事業譲渡、社会福祉連携推進法人の設立など経営安

定化のためのより強固な事業者間連携の重要性が示された。これらは介護保険サー

ビスの基盤維持に向けての有効な手段の一つであることから、事業者に対する当該

実現のための手法や取組事例などの参考情報提供や、必要に応じた事業者間の調整

を市町村が実施していくことも有効であると考えられる。 

 

❺他地域の資源活用 

より資源の不足する人口減少地域では、他地域（近隣他市町村等）の資源を活用す

ることも重要である。 

市町村ヒアリング調査では、市町村による相談・要請の上、市町村管内で撤退した

事業者から他地域の事業者へ特別養護老人ホームの事業譲渡がなされている事例

（P43）が見られた。市町村アンケート調査では、約１～２割の市町村が、今後 10

～15 年後の供給過不足見込みについて、地域内で不足しているが他地域（近隣市町

村等）のサービス等により充足できる見込みと回答している（P13）ことから、地域

外サービスの利用状況も適切に把握した上で、必要であれば当該利用者のいる他地

域のサービスとの連携も図りながら地域のサービス再編を検討することが重要であ

ると考えられる。 

 

❻必要に応じた公費投入 

公費投入をどの程度実施すべきかについては、状況に応じて様々であることから、

慎重な吟味が必要である。 

市町村ヒアリング調査では、施設の集約化に伴う新規整備や改修等にあたって、

用地取得や施設整備を公費負担で実施している事例（P40,43）、サービス再編の間、

運営費の赤字補填補助を実施している事例（P43,50）、町営化した事例（P50）が見

られた。 
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もっとも、公費負担には一定の根拠が必要である。検討委員会では、安易な公費負

担によるサービス再編とならないように留意することが重要だとの意見が挙げられ

た。市町村ヒアリング調査では、施設整備を公費負担することについて、計画策定を

する中で事業者の財務状況を把握・分析し、事業者における整備が困難であること

を詳細に確認した上で公費負担を決定した事例が見られた（P40）。 

 

② 検証及びさらなる課題解決に向けた取組 

サービス再編を具体化・実施した後も、当該対応に係る効果を検証し、必要あらば更なる対

応策を実施していくことが必要である。市町村ヒアリング調査では、以下のような残存する

課題、及び当該課題に対する対応が行われている様子が見られた。 

自治体名 サービス再編の計画・取組 残存する課題 課題への対応（実施中） 

西 ノ 島 町

（P40） 

➢ 施設系サービスから多

機能型サービスへシフ

トしていく方針 

➢ 施設整備は公費負担と

して事業運営は事業者

負担で実施 

➢ 施設の運営事業者と多機

能型サービスの運営事業

者が異なる状況下におけ

る、サービス再編に伴う人

員整理・再配置の円滑な調

整 

➢ 指定管理料や賃料といっ

た事業運営費については

引き続き行政と事業者間

の継続的協議をしていく 

中 頓 別 町

（P50） 

➢ サービスを町営化 ➢ 町営化での人件費負担増

等による町財政の圧迫 

➢ 経営分析を外部委託して

実施中 

このように、サービス再編の実施にあたっては、残存する課題を整理したり、再編の効果や

生じたデメリットなどを検証したりした上で、さらなる課題解決に向けた検討・取組実施を

官民連携のもと実施することが重要であると考えられる。 

 

【特に都道府県が実施すべき事項】 

① サービス再編のインセンティブの付与 

都道府県ヒアリング調査では、施設再編を促進するために県単独の上乗せ補助を実施して

いる事例（P58）が見られた。 

このように地域のサービス再編を実施するインセンティブを都道府県が付与していくこと

も重要であると考えられる。 

 

② 市町村と連携した広域的なサービス再編の実施 

（２）の官民連携での協働検討で述べた複数市町村等による広域的な検討については、サー

ビス再編実施にあたっても同様であると考えられる。 

また、都道府県ヒアリング調査では、市町村担当者の人的ネットワークには限りがあるほ

か、市町村内の既に構築された関係性の中で市町村→その他関係者への対応事項の依頼が難

しいケースも見られる点が指摘された（P58）。こういったケースでは都道府県が介入するこ

とで対応が加速化される場合もあることが想定され、都道府県には、市町村とその他関係者

の関係性を把握しつつ、適切なタイミング・手法で後方支援をしていくことが求められてい

ると考えられる。 

また、検討委員会では、離島等相当サービスなどの基準緩和にかかる制度については、市町

村では判断が難しく制度活用が進まないという背景もあることから、都道府県レベルでの勉

強会開催や検討を進めていくことも重要であるといった意見が挙げられた。  
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８．付録 

アンケート調査票 
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